
は

じ

め

に

本
論
考
は
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
本
学
と

大
韓
民
国
公
州
大
学
・
奈
良
教
育
大
学
・
東
京
学
芸
大
学
共
催
の

第
十
三
回
百
濟
文
化
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
筆
者
が
口
頭
で
行

っ
た
本
題
と
同
名
の
基
調
講
演
を
加
筆
・
訂
正
を
し
た
も
の
で
あ

る
。唐

・
百
濟
・
日
本
さ
ら
に
は
唐
の
辺
境
地
域
で
六
世
紀
後
半
か

ら
九
世
紀
に
か
け
て
皇
帝
・
王
・
天
皇
等
支
配
者
が
王
族
や
臣
下

に
下
賜
し
た
朝
服
等
の
衣
装
と
冠
、
つ
ま
り
衣
冠
を
死
後
に
副
葬

し
た
例
が
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
発
掘
に
よ
り
相
次
い
で
確
認
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
支
配
者
が
本
人
或
い
は
縁
者
の
衣
冠
を
釈
迦

牟
尼
仏
或
い
は
廬
舎
那
仏
に
施
捨
す
る
行
為
も
同
時
代
、
同
じ
地

域
で
行
わ
れ
た
。
朝
服
・
礼
服
・
冕
服
は
、
律
令
制
度
下
で
は
身

分
を
証
す
象
徴
で
、
宮
中
で
の
出
御
・
参
列
、
或
い
は
役
所
へ
の

出
仕
に
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
衣
冠
を
な
ぜ
墓
に
副
葬
、

或
い
は
仏
に
施
捨
し
た
の
か
。
筆
者
は
本
学
で
学
生
諸
君
に
正
倉

院
宝
物
の
魅
力
を
伝
え
る
講
義
を
毎
年
行
い
、
正
倉
院
宝
物
を
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
奈
良
で
研
究
を
行
っ
て
い
る
中
で
、

聖
武
天
皇
一
家
が
東
大
寺
へ
宝
物
を
遺
し
た
こ
と
の
意
図
を
考
え

て
き
た
。
筆
者
は
中
国
陝
西
省
の
法
門
寺
で
発
見
さ
れ
た
唐
皇
帝

の
遺
し
た
宝
物
の
調
査
を
直
後
の
一
九
八
八
年
と
翌
年
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
宝
物
リ
ス
ト
で
あ
る
衣
物
帳
の
拓
本
を
改
め
て
読

み
直
す
と
、
そ
れ
が
正
倉
院
宝
物
の
リ
ス
ト
で
あ
る
国
家
珍
寶
帳

に
記
載
さ
れ
た
宝
物
の
構
成
に
良
く
似
て
い
る
事
に
気
が
つ
い

た
。
と
り
わ
け
皇
帝
・
天
皇
が
自
ら
纏
っ
た
袈
裟
や
衣
冠
を
遺
し

百
濟
・
日
本
・
唐
に
お
け
る
衣
冠
の
副
葬
と
施
捨

牟
田
口

章

人
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た
こ
と
に
は
共
通
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

本
論
考
は
冠
帽
を
寺
に
施
捨
、
あ
る
い
は
墓
に
遺
す
こ
と
に
共

通
す
る
宗
教
的
・
政
治
的
な
背
景
を
東
ア
ジ
ア
各
地
の
実
例
を
示

し
な
が
ら
、
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
論
考
で

紹
介
す
る
当
代
文
字
資
料
は
、
寺
院
に
対
し
様
々
な
宝
物
を
遺
す

行
為
を
「
捨
」、
或
い
は
「
施
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
以
下

（
�
）

こ
の
行
為
を
「
施
捨
」
と
統
一
す
る
。
ま
た
年
記
に
つ
い
て
は
特

記
の
な
い
も
の
以
外
は
西
暦
と
し
、
略
し
て
数
字
に
年
を
加
え
て

表
示
し
て
い
る
。

本
論
考
で
対
象
と
し
た
衣
冠
は
、
年
代
順
に
挙
げ
れ
ば
王
興
寺

塔
（
百
濟

五
七
七
年
）・
法
興
寺
塔
基
（
倭

五
九
三
年
）・
百

濟
後
期
陵
山
里
型
横
穴
式
石
室
墓
（
百
濟

五
三
八
│
六
六

〇
）・
益
山
彌
勒
寺
西
塔
（
百
濟

六
三
九
年
）・
阿
武
山
古
墳

（
倭

六
六
九
年
？
）・
李
勣
墓
（
唐

六
六
九
年
）・
オ
ラ
ー

ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
（
モ
ン
ゴ
ル
鉄
勒
部
六
五
七
年
？
）
僕
固
乙

突
墓
（
モ
ン
ゴ
ル
鉄
勒
部
六
七
八
年
）・
東
大
寺
（
日
本

七
五

二
年
〜
）・
法
門
寺
塔
（
唐

八
七
四
年
）、
以
上
一
〇
件
あ
ま
り

の
墳
墓
、
或
い
は
寺
院
由
来
の
遺
物
で
あ
る
。「
東
大
寺
」
と
し

て
い
る
の
は
一
八
七
五
年
に
東
大
寺
か
ら
天
皇
家
に
献
上
さ
れ
、

現
在
は
宮
内
庁
が
管
理
す
る
正
倉
院
宝
物
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
は
発
掘
品
が
対
象
で
あ
る
。
以
下
第
一
章
で
は
年
代
に
従

い
、
ま
ず
概
説
的
に
各
遺
物
を
通
覧
し
て
か
ら
、
第
二
章
で
埋
納

或
い
は
施
捨
の
意
味
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い
。

第
一
章

冠
帽
の
副
葬
と
施
捨
の
実
例

一
│
一

百
濟
・
王
興
寺
木
塔
心
礎
出
土
の
雲
母
製
花
形
冠
飾

大
韓
民
国
忠
清
南
道
扶
餘
郡
の
王
興
寺
址
で
は
、
国
立
扶
餘
文

王興寺出土舎利容器と銘文
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化
財
研
究
所
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
か
ら
毎
年
継
続
し
て
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
て
来
た
。
二
〇
〇
七
年
の
第
八
次
調
査
で
木
塔
跡
が
発

掘
さ
れ
、
王
興
寺
が
日
本
の
四
天
王
寺
様
式
の
一
塔
一
金
堂
式
の

伽
藍
で
あ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
た
。
塔
基
は
外
側
が
一
四
ｍ
四
方

の
二
重
基
壇
で
、
柱
間
が
三
間
×
三
間
の
木
塔
が
立
っ
て
い
た
可

（
�
）

能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
塔
の
刹
（
芯
柱
）
を
立
て
た
礎

石
は
全
て
抜
き
取
ら
れ
て
い
た
が
、
基
壇
土
の
上
面
か
ら
五
〇
セ

ン
チ
ほ
ど
地
下
に
縦
横
が
一
〇
〇
セ
ン
チ
×
一
一
〇
セ
ン
チ
、
厚

み
が
四
五
セ
ン
チ
の
石
造
心
礎
が
確
認
さ
れ
、
心
礎
上
面
の
南
西

隅
に
寄
せ
た
舎
利
孔
が
確
認
さ
れ
た
。
舎
利
孔
は
蓮
花
文
を
彫
り

赤
色
顔
料
で
彩
色
を
施
し
た
花
崗
岩
製
の
石
蓋
で
覆
わ
れ
て
い

た
。
幸
い
、
立
刹
式
以
来
盗
掘
を
受
け
た
形
跡
は
な
か
っ
た
。
舎

利
孔
の
大
き
さ
は
縦
横
一
六
セ
ン
チ
×
一
二
セ
ン
チ
、
深
さ
は
一

六
セ
ン
チ
。
石
蓋
を
開
け
る
と
泥
水
に
浸
か
っ
た
三
重
の
舎
利
容

器
が
見
つ
か
っ
た
。
舎
利
容
器
は
外
側
か
ら
青
銅
製
盒
・
銀
壺
・

金
瓶
と
入
れ
籠
状
に
納
ま
っ
て
い
た
。
青
銅
製
盒
（
直
径
七
・
九

セ
ン
チ
×
高
一
三
・
三
セ
ン
チ
）
の
胴
体
に
は
丁
酉
年
以
下
二
八

文
字
の
奉
納
文
が
鋭
い
刃
先
の
小
刀
の
よ
う
な
も
の
で
鏨
刻
さ
れ

（
�
）

て
い
た
。
丁
酉
年
は
五
七
七
年
と
さ
れ
、
王
昌
す
な
わ
ち
威
徳
王

が
亡
き
王
子
の
慰
霊
の
た
め
に
塔
の
建
造
を
発
願
し
、
仏
舎
利
の

埋
納
を
伴
う
立
刹
式
が
釈
迦
牟
尼
の
涅
槃
（
命
日
）
に
当
た
る
二

月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
事
が
分
か
る
。
扶
餘
王
興
寺
址
出
土
舍
利

器
は
二
〇
一
九
年
に
韓
国
の
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
宝
物
第

一
七
六
七
号
）。

銘
文
に
依
れ
ば
、
一
番
内
側
の
金
瓶
の
中
に
舎
利
三
つ
が
入
っ

て
い
た
筈
で
あ
っ
た
が
既
に
な
か
っ
た
。
骨
や
歯
牙
等
の
有
機
物

が
入
っ
て
い
た
が
、
水
分
が
侵
入
し
て
早
く
に
失
わ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。
舎
利
孔
周
囲
か
ら
は
亡
き
王
子
ゆ
か
り
の
も
の
、
と
思

わ
れ
る
冠
帽
の
一
部
や
金
銀
製
品
・
ガ
ラ
ス
玉
等
多
数
の
埋
納
品

が
発
見
さ
れ
た
。

雲母冠飾と鉄芯
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本
論
考
で
注
目
す
る
の
は
冠
帽
で
あ
る
。
染
織
類
等
の
有
機
物

は
既
に
失
わ
れ
て
い
た
が
、
一
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
逆
二
等
辺
三
角

形
を
し
た
針
金
状
の
鉄
製
品
が
あ
り
、
三
角
形
の
中
心
に
雲
母
を

薄
く
剥
ぎ
、
何
枚
も
貼
り
重
ね
て
蓮
花
の
形
を
し
た
装
飾
品
が
見

つ
か
っ
た
。
こ
の
雲
母
製
品
の
直
径
は
一
〇
・
五
セ
ン
チ
、
雲
母

の
花
び
ら
の
厚
み
は
わ
ず
か
〇
・
一
六
ミ
リ
し
か
な
い
。
六
弁
の

蓮
花
の
花
び
ら
と
花
芯
を
切
り
出
し
重
ね
た
雲
母
の
間
に
菱
形
等

金
銀
箔
を
截
り
、
挟
み
込
ん
だ
繊
細
な
作
り
で
あ
る
。

旧
唐
書
東
夷
伝
に
は
、
百
濟
王
は
金
飾
を
付
け
た
冠
帽
を
被

り
、
臣
下
は
十
六
官
等
に
則
り
、
六
等
官
の
奈
率
ま
で
は
銀
の
飾

（
�
）

り
を
付
け
た
冠
を
被
る
、
と
記
さ
れ
る
。
因
み
に
一
九
七
一
年
に

忠
清
南
道
公
州
市
で
発
見
さ
れ
た
武
寧
王
と
王
妃
の
合
葬
墓
か
ら

は
、
二
人
の
純
金
冠
立
飾
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
王
興
寺
の
冠
帽

も
箔
と
は
い
え
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
族
の
冠
帽
は

臣
下
と
は
違
い
破
格
で
あ
る
、
と
い
う
事
が
武
寧
王
陵
の
先
例
と

旧
唐
書
の
記
述
か
ら
推
定
で
き
た
。

王
興
寺
の
冠
帽
の
形
状
は
不
明
だ
が
、
絹
製
で
額
が
触
れ
る
部

分
を
一
周
折
り
返
し
て
縁
と
し
、
縁
の
正
面
に
立
飾
を
挿
し
込
ん

だ
よ
う
で
あ
る
。
立
飾
は
鉄
芯
に
羅
の
よ
う
な
薄
物
の
染
織
を
張

っ
て
、
中
心
に
雲
母
の
花
を
縫
い
付
け
て
い
た
。
こ
の
形
に
復
元

さ
れ
た
冠
は
、
現
在
国
立
扶
餘
博
物
館
に
実
物
と
と
も
に
展
示
さ

れ
て
い
る
。

心
礎
か
ら
は
金
モ
ー
ル
糸
も
少
な
か
ら
ず
回
収
さ
れ
て
い
る
。

金
モ
ー
ル
糸
は
、
純
金
の
針
金
を
平
ら
に
伸
ば
し
て
絹
等
の
芯
糸

に
巻
き
付
け
て
作
る
。
糸
の
長
さ
と
量
か
ら
見
て
糸
を
織
り
込
む

錦
で
は
な
く
、
綴
織
か
刺
繍
に
使
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
、
と
思

わ
れ
る
。
冠
帽
の
装
飾
の
一
部
に
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

一
│
二

倭
・
法
興
寺
の
塔
心
礎
出
土
の
雲
母
片

奈
良
県
明
日
香
村
の
法
興
寺
は
我
が
国
で
初
め
て
建
て
ら
れ
た

本
格
的
寺
院
で
あ
る
。
寺
名
は

法
興
寺
・
元
興
寺
・
飛
鳥
寺
・

安
居
院
と
古
代
か
ら
様
々
に
呼

ば
れ
て
き
た
。
一
般
的
に
知
ら

れ
る
飛
鳥
寺
も
、
日
本
書
紀
に

記
載
が
あ
る
よ
う
に
古
く
か
ら

（
�
）

知
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
。
本
論

考
で
は
創
建
時
の
経
緯
に
つ
い

法興寺出土雲母片
飛鳥資料館
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て
語
る
の
で
、
法
興
寺
と
い
う
最
も
古
い
名
称
を
使
う
も
の
と
す

る
。さ

て
、
法
興
寺
で
は
一
九
五
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
が
発
掘
調
査
を
行
い
、
東
金
堂
・
西
金
堂
・
中

金
堂
と
、
三
つ
の
金
堂
に
囲
ま
れ
る
よ
う
に
立
つ
塔
の
跡
を
確
認

し
た
。
創
建
時
の
伽
藍
は
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
に
落
雷
に
よ

る
火
災
で
失
わ
れ
た
が
、
焼
け
て
塔
の
心
礎
に
詰
ま
っ
て
い
た
刹

の
炭
化
物
と
と
も
に
回
収
さ
れ
た
供
養
具
と
舎
利
は
、
新
た
に
石

櫃
を
作
り
再
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
発

掘
で
は
、
建
久
七
年
と
墨
書
さ
れ
た
箱
の
中
に
、
作
り
直
し
た
鎌

倉
時
代
の
舎
利
容
器
が
確
認
さ
れ
た
。

容
器
内
の
舎
利
は
日
本
書
紀
に
推
古
元
年
（
五
九
二
）
仏
舎
利

を
法
興
寺
の
刹
の
礎
に
置
い
た
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
現
物
で
、

（
�
）

今
は
現
地
の
安
居
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
焼
け
た
刹
の
周
囲
に
あ
っ
た
供
養
具
は
取
り
出
さ
れ
、
鎌
倉

時
代
に
石
櫃
を
安
置
す
る
際
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
心
礎
の
石
の
上

に
は
挂
甲
を
は
じ
め
鎌
倉
時
代
に
未
回
収
だ
っ
た
供
養
具
も
多
く

（
�
）

残
さ
れ
発
掘
時
に
回
収
さ
れ
た
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
後

進
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

奈
良
文
化
財
研
究

所

飛
鳥
資
料
館
の
石
橋
茂
登
室
長
が
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
法

興
寺
の
発
掘
品
を
改
め
て
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
雲
母
片
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以
下
石
橋
氏
の
論
文
を
簡
単
に
紹

（
�
）

介
し
た
い
。

一
九
五
七
年
、
発
掘
時
の
日
誌
に
よ
れ
ば
雲
母
片
は
当
初
数
枚

だ
っ
た
が
、
そ
の
後
経
年
劣
化
で
雲
母
特
有
の
劈
開
現
象
を
起
こ

し
て
剥
離
を
重
ね
た
の
か
、
現
状
で
は
最
大
の
破
片
で
も
二
・
六

×
二
セ
ン
チ
で
、
残
り
は
細
片
に
な
っ
て
い
る
。
法
興
寺
の
心
礎

の
雲
母
片
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
先
述
し
た

よ
う
に
法
興
寺
の
塔
建
立
の
わ
ず
か
一
六
年
前
に
建
立
さ
れ
た
百

濟
王
興
寺
の
塔
心
礎
か
ら
雲
母
の
冠
飾
り
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
文
献
史
料
も
含
め
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
扶
桑
略
記

の
推
古
元
年
の
記
録
に
、
法
興
寺
の
立
刹
式
の
日
に
嶋
大
臣
す
な

わ
ち
蘇
我
馬
子
以
下
百
人
余
り
が
百
濟
人
の
服
を
纏
い
参
列
し
た

の
で
、
こ
れ
を
見
た
者
が
皆
喜
ん
だ
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と

（
�
）

に
注
目
し
た
。
石
橋
氏
は
、
立
刹
式
に
蘇
我
馬
子
が
纏
っ
た
百
濟

服
の
冠
帽
に
は
王
興
寺
の
亡
き
王
子
の
冠
帽
の
よ
う
に
雲
母
の
冠

飾
が
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
て
、
式
の
最
後
に
自
ら
こ
の
冠
を
舎
利

孔
の
脇
に
置
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。
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た
だ
し
、
雲
母
の
埋
納
の
類
例
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
で
古
墳

の
墓
室
や
石
棺
内
に
撒
か
れ
た
例
が
あ
り
、
新
羅
の
複
数
の
王
墓

に
も
あ
る
こ
と
を
確
認
、
古
代
中
国
で
も
墓
か
ら
の
発
掘
例
も
あ

る
が
、
そ
の
大
半
が
神
仙
思
想
や
道
教
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
法
興
寺
の
雲
母
は
仏
塔
の
心
礎
と
い
う
発
見
場
所
か
ら
い
っ

て
神
仙
思
想
等
と
は
関
係
な
く
、
釈
迦
如
来
の
墓
と
い
う
仏
塔
の

本
来
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、
王
興
寺
と
の
関
連
を
ま
ず
挙
げ
る

事
が
妥
当
で
あ
る
、
と
石
橋
氏
は
見
て
い
る
。

一
│
三

益
山
彌
勒
寺
西
塔
心
礎
出
土
の
二
つ
の
銀
花
冠
飾

益
山
彌
勒
寺
は
全
羅
北
道
益
山
市
金
馬
面
の
彌
勒
山
（
標
高
四

三
〇
ｍ
）
を
背
に
し
て
中
院
、
東
院
、
西
院
と
一
塔
一
金
堂
様
式

の
伽
藍
が
三
つ
東
西
に
並
ぶ
三
院
様
式
の
大
寺
院
で
あ
る
。
三
院

様
式
で
あ
る
の
は
、
彌
勒
寺
と
い
う
名
称
通
り
彌
勒
下
生
経
に
基

い
た
も
の
で
、
五
六
億
七
千
万
年
後
に
彌
勒
菩
薩
が
地
上
に
降
り

て
き
て
三
度
の
説
法
を
行
い
衆
生
を
救
済
す
る
、
と
い
う
経
の
教

え
に
従
い
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

伽
藍
は
百
濟
滅
亡
の
際
に
失
わ
れ
た
が
、
一
九
九
二
年
に
ま
ず

石
造
の
九
層
の
東
塔
が
復
元
さ
れ
た
。
西
塔
は
百
濟
時
代
以
来
の

も
の
だ
が
、
安
全
上
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
全

面
解
体
と
復
元
作
業
が
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
、
心
礎
に
縦
横

二
五
セ
ン
チ
深
さ
二
七
セ
ン
チ
の
舎
利
孔
が
あ
る
の
が
確
認
さ

れ
、
内
部
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
舎
利
容
器
を
は
じ
め
金
製
鑷

子
、
金
塊
、
金
製
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
銀
製
冠
飾
、
青
銅
盒
、
金
モ
ー

ル
糸
、
ビ
ー
玉
、
ガ
ラ
ス
板
な
ど
、
計
一
万
点
余
り
の
供
養
具
が

（

）

回
収
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
金
板
に
文
字
が
刻
ま
れ
た

舎
利
奉
安
記
で
、
横
一
五
・
五
セ
ン
チ
、
縦
一
〇
・
五
セ
ン
チ
の

表
と
裏
に
計
一
九
三
文
字
が
刻
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
「
百

濟
王
（
武
王
）
の
王
后
で
あ
る
佐
平
・
沙

積
徳
の
娘
種
善
が
、

浄
財
を
捨
て
て
伽
藍
を
造
営
し
、
己
亥
年
（
六
三
九
）
正
月
二
九

益山彌勒寺出土
銀花冠飾
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（

）

日
舎
利
を
奉
安
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
舎
利
孔
の
中
か
ら

銀
花
冠
飾
が
二
本
回
収
さ
れ
た
。

百
濟
・
泗

期
の
仏
塔
か
ら
の
舎
利
と
供
養
具
の
発
掘
例
は
、

二
一
世
紀
に
入
り
行
わ
れ
た
王
興
寺
と
益
山
彌
勒
寺
西
塔
を
除
き

少
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
冠
飾
が
出
土
し
て
い
る
事
の
意
味
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
論
を
進

め
た
い
。

一
│
四

阿
武
山
古
墳
の
棺
中
で
確
認
さ
れ
た
冠
帽

史
跡
・
阿
武
山
古
墳
は
、
大
阪
府
高
槻
市
奈
佐
原
と
茨
木
市
安

威
に
ま
た
が
る
阿
武
山
（
標
高
二
八
一
・
一
メ
ー
ト
ル
）
の
尾
根

筋
に
あ
る
。
一
九
三
四
年
四
月
二
二
日
、
京
都
帝
国
大
學
阿
武
山

地
震
観
測
所
（
現
在
は
阿
武
山
観
測
所
と
い
う
。
以
下
文
中
で
は

観
測
所
と
表
記
）
の
地
下
観
測
施
設
の
建
設
工
事
中
に
発
見
さ
れ

た
、
希
有
な
未
盗
掘
の
終
末
期
古
墳
で
あ
る
。
終
末
期
古
墳
は
盛

土
を
穿
ち
石
槨
式
石
室
を
構
築
す
る
が
、
阿
武
山
古
墳
は
盛
土
を

持
た
ず
、
地
下
に
円
墳
を
築
き
、
そ
の
表
面
に
塼
を
被
せ
て
埋
め

戻
し
た
特
異
な
地
下
墓
で
あ
る
。
密
閉
し
た
石
室
に
は
乾
漆
棺
が

安
置
さ
れ
て
い
た
。
棺
の
中
の
遺
体
は
、
首
か
ら
上
に
大
量
の
金

モ
ー
ル
糸
が
輝
き
、
頭
の
下
に
は
ガ
ラ
ス
玉
を
綴
っ
た
枕
が
置
か

れ
て
い
た
。
頭
髪
や
鬚
な
ど
の
体
毛
だ
け
で
な
く
肉
体
の
一
部
迄

も
遺
す
程
保
存
状
態
が
良
か
っ
た
が
、「
餘
り
に
科
學
的
な
調
査

は
貴
人
に
對
す
る
冒
涜
で
あ
る
」
と
い
う
、
発
見
者
の
志
田
順
観

測
所
長
の
意
向
に
よ
り
、
最
小
限
の
熟
覧
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
八

月
一
一
日
に
再
埋
葬
さ
れ
、
以
来
今
も
眠
り
続
け
て
い
る
。

一
九
八
二
年
六
月
、
観
測
所
の
一
室
か
ら
発
見
当
時
に
撮
影
さ

れ
た
大
判
の
Ｘ
線
写
真
や
実
体
写
真
が
大
量
に
見
つ
か
っ
た
。
京

復元大織冠
飛鳥資料館

発掘当時の棺内
京都大学総合博物館
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都
大
学
文
学
部
の
小
野
山
節
教
授
は
こ
の
写
真
の
解
析
を
行
う
た

め
に
学
内
外
の
研
究
者
に
働
き
か
け
、「
阿
武
山
古
墳
Ｘ
線
写
真

研
究
会
」
を
結
成
、
五
年
間
に
亘
る
調
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
研

究
会
は
金
モ
ー
ル
糸
が
縁
に
四
弁
花
と
龍
の
よ
う
な
も
の
を
刺
繍

し
た
冠
帽
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

大
化
三
年
（
六
四
七
）
の
七
色
十
三
階
制
で
は
官
位
に
よ
っ
て

被
る
冠
帽
の
布
の
材
質
と
色
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
山
古
墳

の
冠
帽
の
よ
う
に
縁
が
刺
繍
で
あ
る
冠
帽
は
、
二
つ
の
官
位
が
該

当
す
る
。
す
な
わ
ち
帽
子
の
部
分
も
刺
繍
で
構
成
さ
れ
た
繍
冠

と
、
帽
子
の
部
分
が
織
（
織
成＝

綴
錦
）
で
構
成
さ
れ
た
織
冠
が

あ
り
、
織
冠
が
最
高
位
と
さ
れ
大
小
が
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
研
究
会
は
、
棺
中
の
冠
が
日
本
書
紀
の
記
述
に
基
い
た
繍
冠

あ
る
い
は
織
冠
と
推
定
し
た
。
こ
の
成
果
は
一
九
八
七
年
に
発
表

さ
れ
、
高
松
塚
古
墳
発
見
以
来
の
第
二
の
考
古
学
ブ
ー
ム
が
巻
き

起
っ
た
。

猪
熊
兼
勝
飛
鳥
資
料
館
室
長
（
当
時
）
は
、
日
本
書
紀
に
は
繍

冠
を
授
け
ら
れ
た
人
物
が
い
な
い
。
平
安
時
代
に
撰
し
た
続
日
本

紀
に
は
大
繡
を
授
か
っ
た
巨
勢
徳
多
の
記
事
が
あ
る
が
、
日
本
書

紀
で
は
こ
の
人
物
に
つ
い
て
大
紫
と
し
か
記
載
が
な
い
。
公
卿
補

任
の
没
年
も
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
排
除
し
た
。
一
方
日

本
書
紀
で
は
織
冠
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
百
濟
の
王
子
余
豊
璋
と
藤

原
鎌
足
の
二
人
し
か
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
。
余
豊
璋
は
六
六

（

）

一
年
に
大
織
冠
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
百
濟
復
興
の
た
め

に
百
済
の
故
地
に
一
七
〇
隻
の
倭
の
水
軍
を
伴
い
戻
っ
た
。
だ
が

翌
年
、
白
村
江
の
戦
い
で
破
れ
高
句
麗
に
逃
亡
し
た
の
で
冠
は
混

乱
で
失
わ
れ
て
い
る
。
残
る
ひ
と
り
は
六
六
九
年
に
大
津
京
で
亡

（

）

く
な
っ
た
藤
原
鎌
足
で
あ
る
。
そ
こ
で
藤
原
鎌
足
の
大
織
冠
の
蓋

（

）

然
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
、
注
目
さ
れ
た
。

二
〇
一
五
年
、
関
西
学
院
大
学
の
河
上
繁
樹
氏
が
さ
ら
に
分
析

を
進
め
、
冠
帽
部
分
の
金
モ
ー
ル
糸
が
綴
織
の
特
徴
を
伴
っ
て
い

（

）

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
綴
織
は
古
代
で
は
織
或
い
は
織
成
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
織
冠
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
定
し

た
、
と
い
え
る
。

因
み
に
同
時
代
の
百
濟
で
は
王
興
寺
塔
と
益
山
彌
勒
寺
西
塔
の

い
ず
れ
の
心
礎
か
ら
も
金
モ
ー
ル
糸
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
益
山
彌
勒
寺
で
は
金
モ
ー
ル
糸
だ
け
で
は
な
く
、
金
モ
ー
ル

糸
を
刺
繍
の
輪
郭
と
し
て
使
っ
た
羅
地
裂
や
、
金
モ
ー
ル
糸
で
囲

ん
だ
内
側
を
赤
い
刺
繍
糸
に
よ
り
花
文
様
を
表
現
し
た
裂
が
確
認
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さ
れ
て
い
る
。
金
モ
ー
ル
糸
で
あ
し
ら
っ
た
文
様
は
、
阿
武
山
古

墳
の
Ｘ
線
写
真
に
写
っ
た
文
様
と
酷
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
大
織

冠
が
規
定
さ
れ
た
七
色
十
三
階
制
の
制
定
（
六
四
七
年
）
と
、
益

山
彌
勒
寺
西
塔
建
立
（
六
三
九
年
）
と
は
わ
ず
か
八
年
し
か
時
間

差
が
な
い
。
百
濟
と
倭
が
同
時
代
、
同
じ
様
式
の
冠
帽
を
共
有
し

て
い
た
可
能
性
が
推
定
で
き
る
。

一
│
五

李
勣
墓
出
土
の
三
梁
進
德
冠

李
勣
（
五
九
四
年
│
六
六
九
年
）
は
、
唐
を
建
国
し
た
初
代
高

祖
か
ら
三
代
高
宗
ま
で
三
代
の
皇
帝
に
仕
え
た
軍
人
で
、
本
姓
は

徐
で
あ
っ
た
が
、
高
祖
に
重
用
さ
れ
国
姓
の
李
を
賜
っ
た
。
東
突

厥
や
高
句
麗
を
、
唐
軍
の
主
将
と
し
て
攻
略
し
滅
亡
さ
せ
た
事
で

有
名
で
あ
る
。
六
五
五
年
、
太
宗
の
側
室
で
あ
っ
た
武
照
を
、
跡

を
継
い
だ
高
宗
が
皇
后
に
し
た
時
に
功
績
が
あ
り
高
宗
と
則
天
武

后
か
ら
重
用
さ
れ
た
。

一
九
七
一
年
、
陝
西
省
の
昭
陵
で
陪
陵
の
李
勣
墓
が
発
掘
さ
れ

た
。
幾
度
と
な
く
盗
掘
の
被
害
に
遭
っ
て
い
た
も
の
の
、
墓
誌
銘

を
は
じ
め
副
葬
品
が
出
土
し
て
い
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
た
の
が

三
梁
進
徳
冠
と
袴
帯
、
そ
れ
に
長
一
〇
〇
セ
ン
チ
の
金
銅
製
の
大

刀
で
、
大
刀
は
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
た
。
三
梁
進
徳
冠
は
、
三

位
以
上
の
官
人
が
被
る
礼
冠
で
、
高
さ
が
二
八
セ
ン
チ
。
金
銅
製

の
三
本
の
梁
に
唐
草
文
様
の
絹
を
貼
る
繊
細
な
作
り
で
、
唐
代
高

級
官
人
の
冠
帽
と
し
て
は
初
め
て
の
発
掘
例
で
あ
っ
た
。
我
が
国

で
も
二
〇
一
〇
年
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館

で
開
催
さ
れ
た
「
特
別
展

大
唐
皇
帝
陵
」
で
公
開
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
史
書
に
拠
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
李
勣
が
亡
く
な
っ
た
時
の

副
葬
品
で
は
な
い
。
李
勣
没
後
一
五
年
、
六
八
四
年
に
高
宗
が
亡

く
な
り
中
宗
が
即
位
す
る
が
、
わ
ず
か
五
四
日
後
に
武
皇
太
后
が

こ
れ
を
廃
し
睿
宗
を
立
て
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
李
勣
の
孫
の
李
敬

李勣の三梁進德冠
昭陵博物館
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業
が
反
乱
を
起
こ
し
た
も
の
の
直
ち
に
鎮
圧
さ
れ
、
一
族
は
誅
殺

さ
れ
た
。
さ
ら
に
祖
父
の
李
勣
に
ま
で
遡
っ
て
官
爵
を
剥
奪
さ

れ
、
李
勣
墓
も
暴
か
れ
る
。
棺
は
壊
さ
れ
死
体
も
打
ち
捨
て
ら
れ

た
が
、
七
〇
五
年
に
中
宗
が
復
位
す
る
と
復
権
さ
せ
、
李
勣
の
墓

を
造
り
直
し
、
新
た
な
副
葬
品
を
用
立
て
た
。
つ
ま
り
、
現
在
昭

陵
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
冠
・
袴
帯
・
大
刀
等
の
副
葬
品
は

六
六
九
年
の
死
に
際
し
て
誂
え
た
副
葬
品
で
は
な
く
、
七
〇
五
年

に
誂
え
直
し
、
改
め
て
埋
葬
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
│
六

モ
ン
ゴ
ル
国
の
唐
式
壁
画
墓
出
土
の
三
梁
進
德
冠

モ
ン
ゴ
ル
国
で
は
、
二
一
世
紀
に
入
り
唐
式
墓
の
発
掘
が
相
次

い
だ
。
二
〇
一
一
年
に
ボ
ル
ガ
ン
県
で
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
と
の
共
同

調
査
が
行
わ
れ
、
七
世
紀
の
唐
式
墓
が
発
見
さ
れ
た
。
オ
ラ
ー

ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
と
命
名
さ
れ
た
地
下
墓
は
、
墓
道
に
描
か
れ

（

）

た
白
虎
・
青
龍
等
、
唐
様
式
の
壁
画
で
埋
ま
っ
て
い
た
。
閉
塞
石

を
取
り
除
い
て
埋
葬
時
以
来
開
け
ら
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
墓
室

の
木
製
扉
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
全
て
の
副
葬
品
が
原
位
置
を
留
め

置
か
れ
て
い
た
。
遺
体
は
民
族
の
習
俗
か
ら
か
、
火
葬
に
付
さ
れ

て
い
た
。
木
部
や
染
織
類
は
絹
本
の
彩
絵
屏
風
が
確
認
出
来
る
ほ

ど
状
態
が
良
か
っ
た
が
、
木
槨
や
棺
は
腐
朽
し
て
元
の
形
を
留
め

ず
、
木
片
が
床
面
に
散
乱
し
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
被
葬
者
が
わ

か
る
墓
誌
銘
等
の
文
字
資
料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
壁

画
を
描
い
た
壁
の
一
部
に
「
用
羊
毛
筆
」
な
ど
画
工
の
長
が
指
示

を
し
た
初
唐
の
風
格
の
あ
る
朱
筆
文
字
が
残
っ
て
い
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
墓
は
長
安
か
ら
皇
帝
の
弔
問
使
が
造
営
の
専
門
職

人
や
副
葬
品
を
携
え
て
訪
れ
、
造
営
さ
れ
た
事
が
わ
か
る
。
副
葬

品
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
李
勣
墓
と
同
じ
三
梁
德
冠
が
見
つ

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
染
織
も
残
り
、
冠
を
固
定
す
る
た
め
の
笄

墓道の青龍 復元：彩色設計

三梁進德冠（三梁部分）と笄
発掘報告書（2013）から
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や
仮
髪
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
墓
の
発
掘
よ
り
二
年
前
、
近
く
の
ト
ゥ
ブ
県
ザ
マ

ー
ル
郡
で
も
ロ
シ
ア
と
の
共
同
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
唐
式
の
地

下
墓
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
墓
室
に
置
か
れ
た
墓
誌
銘
か
ら
被
葬

者
は
六
七
八
年
に
亡
く
な
り
、
唐
か
ら
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
州
都

督
上
柱
国
林
中
県
開
国
公
に
封
じ
ら
れ
た
僕
固
乙
突
と
い
う
鉄
勒

部
の
可
汗
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
墓
室
内
は
盗
掘
を
受
け
て

い
た
も
の
の
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
と
同
じ
よ
う
に
、
遠

く
長
安
か
ら
運
ば
れ
た
絹
製
の
服
を
纏
っ
た
木
俑
な
ど
副
葬
品
が

（

）

残
っ
て
い
た
。
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
の
副
葬
品
は
僕
固
乙

突
墓
よ
り
も
や
や
古
い
様
式
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
発
掘
を
指
導

し
た
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
文
化
研
所
の
オ
チ
ル
・
ア
ユ
ダ
イ
所
長
は
僕

固
乙
突
の
墓
誌
銘
に
記
さ
れ
た
父
の
僕
固
思
匐
（
六
五
七
年
卒
）

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
見
て
い
る
。

一
│
七

日
本
・
東
大
寺
に
施
捨
さ
れ
た
聖
武
太
上
天
皇
の
礼
冠

現
在
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
が
管
理
す
る
正
倉
院
宝
物
の
中
に

礼
服
御
冠
残
欠
（
北
倉
一
五
七
）
と
名
付
け
ら
れ
た
金
属
・
染

織
・
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
が
雑
多
に
混
ざ
っ
た
一
群
の
破
片
が
あ
る
。

（

）

現
在
は
六
層
の
箱
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
正
倉
院

宝
物
の
根
本
資
料
で
あ
る
東
大
寺
献
物
帳
に
は
記
載
が
な
い
。
た

だ
し
、
第
一
層
に
納
め
ら
れ
た
木
牌
の
表
に
納
礼
服
二
具
・
一
具

大
上
天
皇
・
一
具
皇
大
后
・
第
三
櫃
、
裏
に
は
天
平
勝
寶
四
年
四

月
九
日
・
第
三
櫃
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
聖
武
太
上
天
皇
と
光

明
皇
太
后
が
七
五
二
年
の
大
仏
開
眼
法
要
の
際
に
着
し
た
礼
服
と

礼
冠
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

時
代
は
七
九
三
年
と
開
眼
法
要
よ
り
半
世
紀
下
が
る
が
、「
延

暦
十
二
年
曝
凉
使
解
」
と
い
う
正
倉
院
宝
物
の
点
検
目
録
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
太
上
天
皇
と
皇
太
后
の
礼
服
は
廿
六
か
ら
廿

礼服御冠残欠北倉 157
第 1層

宮内庁正倉院事務所
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八
ま
で
の
三
つ
の
櫃
に
分
か
れ
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

第
廿
六
櫃
の
中
に
は
礼
服
と
六
角
の
小
櫃
に
入
れ
ら
れ
た
御
冠
二

頂
が
あ
り
、
冠
の
ひ
と
つ
に
は
純
金
の
鳳
凰
の
飾
り
が
あ
っ
た
。

第
廿
七
櫃
に
も
礼
服
と
御
冠
が
二
箇
納
め
ら
れ
て
い
た
が
、
礼
冠

の
ひ
と
つ
に
は
御
玉
錺
が
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
冠
の
先
端
に
玉
が
吊
る
さ
れ
た
冕
冠
で
あ
ろ
う
。
第
廿
八
櫃
に

は
衣
料
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
現
在
残
る
木
牌
に
は
第
三
櫃
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
存
す
る
木
牌
は
「
延
暦
十
二
年
曝
凉
使

解
」
所
載
の
第
廿
八
櫃
の
付
札
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
納
さ
れ
た
も

の
に
、
御
帯
一
條
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
第
廿
八
櫃
に
も
太
上
天

皇
と
皇
太
后
の
御
料
が
入
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら

聖
武
太
上
天
皇
と
光
明
皇
太
后
の
礼
服
は
、
木
牌
に
拠
れ
ば
七
五

二
年
四
月
九
日
の
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
法
要
が
行
わ
れ
た
後
に
東

大
寺
に
施
捨
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

聖
武
太
上
天
皇
は
、
数
え
三
二
歳
の
七
三
二
年
元
旦
に
初
め
て

（

）

冕
服
を
着
し
臣
下
の
朝
拝
を
受
け
た
、
と
言
う
記
録
が
あ
る
。
以

来
我
が
国
で
は
孝
明
天
皇
ま
で
天
皇
の
盛
装
は
袞
衣
と
冕
冠
と
定

め
ら
れ
た
。
因
み
に
宮
内
庁
に
は
現
在
も
東
山
天
皇
か
ら
孝
明
天

皇
ま
で
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
歴
代
天
皇
の
袞
冕
が
現
存
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
御
冠
が
残
欠
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
に
は
理

由
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）、
後
嵯
峨
天

皇
の
即
位
式
に
使
う
、
と
し
て
太
上
天
皇
と
皇
太
后
の
礼
冠
四
つ

と
、
お
そ
ら
く
開
眼
法
要
の
後
、
諸
臣
が
太
上
天
皇
に
従
い
一
緒

に
施
捨
し
た
諸
臣
二
六
人
分
の
礼
服
と
礼
冠
が
京
に
運
ば
れ
た
。

し
か
し
、
即
位
後
も
諸
臣
の
礼
服
と
礼
冠
は
返
却
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
太
上
天
皇
達
の
礼
冠
等
は
帰
路
に
事
故
に
遭
い
大
破
し
た
、

と
い
う
。
事
故
で
回
収
さ
れ
た
破
片
が
「
礼
服
御
冠
残
欠
」
と
し

（

）

て
、
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
正
倉
院
に
聖
武
太
上
天
皇
の
衣
類
は
も
う
残
っ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
か
？
正
倉
院
の
基
本
目
録
で
あ
る
国
家
珍
宝
帳
に
は
七

五
六
年
、
聖
武
太
上
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
の
七
七
忌
に
光
明
皇

太
后
が
施
捨
し
た
、
太
上
天
皇
生
前
の
袈
裟
九
領
の
名
称
が
記
さ

れ
、
こ
れ
は
包
と
収
納
箱
が
共
に
現
在
も
揃
っ
て
伝
わ
る
。
こ
の

袈
裟
は
開
眼
法
要
だ
け
で
な
く
、
七
五
四
年
、
東
大
寺
の
廬
舎
那

仏
の
前
に
戒
壇
を
築
き
、
来
日
し
た
ば
か
り
の
鑑
真
和
上
を
戒
師

と
し
て
営
ん
だ
授
戒
式
の
時
に
纏
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
の
は
間

（

）

違
い
な
い
。
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一
│
八

法
門
寺

歴
代
の
唐
皇
帝
一
族
が
施
捨
し
た
袈
裟
と
冠

い
に
し
え
の
唐
の
都
・
長
安
で
あ
る
中
国
陝
西
省
の
省
都
西
安

市
の
西
方
一
一
〇
キ
ロ
に
あ
る
宝
鶏
市
の
法
門
寺
で
一
九
八
一

年
、
明
代
に
造
ら
れ
た
塼
積
み
の
仏
塔
が
長
雨
で
縦
に
裂
け
崩
壊

し
た
。

六
年
後
の
一
九
八
七
年
、
再
建
に
先
立
ち
陝
西
省
文
物
考
古
研

究
所
が
塔
の
地
下
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、
唐
代
に
造
ら
れ
た
石
造

の
地
下
室
（
中
国
で
は
地
宮
と
表
現
）
が
現
れ
た
。
唐
代
は
木
塔

だ
っ
た
よ
う
で
、
地
下
の
心
礎
に
皇
帝
陵
を
模
し
て
前
室
、
中

室
、
後
室
と
三
つ
に
分
か
れ
た
石
造
の
部
屋
を
築
き
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
屋
に
仏
舎
利
を
安
置
し
た
。
発
掘
を
続
け
る
と
、
後
室
の
壁

に
表
か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
に
穿
た
れ
た
小
龕
を
確
認
。
そ
こ
か

ら
も
仏
舎
利
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
は
金
銀
器
、

ガ
ラ
ス
器
、
最
古
の
青
磁
茶
器
、
絹
織
物
、
香
木
な
ど
大
量
の
宝

物
が
供
養
具
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。
前
室
の
入
り
口
を
塞
ぐ

閉
塞
石
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
石
碑
は
衣
物
帳
と
い
い
、
実
は
地

宮
内
の
宝
物
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
衣
物
帳
か
ら
、
地
宮
に
は

唐
の
高
宗
と
則
天
武
后
の
衣
類
。
僖
宗
が
八
七
四
年
に
父
の
懿
宗

の
遺
品
や
皇
后
と
皇
太
后
、
そ
し
て
諸
臣
や
仏
縁
の
者
が
施
捨
し

た
宝
物
七
〇
〇
件
あ
ま
り
を
地
宮
に
納
め
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

中
国
で
は
歴
代
王
朝
が
交
代
す
る
度
に
国
が
乱
れ
侵
略
が
起
き

大破した法門寺仏塔
1981

発掘直後の地宮
陝西省文物考古研究所
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る
。
前
の
王
朝
の
遺
し
た
も
の
は
略
奪
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
な

の
で
、
法
門
寺
の
地
宮
か
ら
見
つ
か
っ
た
金
銀
器
類
は
、
唐
時
代

の
皇
帝
の
暮
ら
し
を
証
す
唯
一
の
実
物
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
も
正

倉
院
の
東
大
寺
献
物
帳
と
同
じ
く
、
衣
物
帳
と
宝
物
の
照
合
か
ら

名
称
と
施
捨
し
た
人
物
の
名
前
が
分
か
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
随

一
の
資
料
で
あ
る
。
因
み
に
舎
利
は
釈
迦
牟
尼
の
指
の
骨
と
さ

れ
、
篤
く
崇
敬
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
八
四
五
年
、
会
昌
の
廃

仏
と
い
わ
れ
る
第
一
五
代
・
武
宗
の
仏
教
弾
圧
が
法
門
寺
に
も
及

ん
だ
た
め
、
寺
僧
が
レ
プ
リ
カ
を
三
つ
製
作
。
万
が
一
の
事
が
あ

っ
て
も
本
物
の
舎
利
を
守
り
抜
こ
う
と
し
た
。
会
昌
の
廃
仏
か
ら

二
八
年
後
の
八
七
三
年
、
第
一
七
代
の
懿
宗
は
長
安
の
宮
中
に
仏

舎
利
を
迎
え
、
内
道
場
と
呼
ぶ
宮
殿
内
の
寺
院
施
設
で
盛
大
な
法

要
を
行
っ
た
。
だ
が
祈
り
も
虚
し
く
、
懿
宗
は
そ
の
年
に
急
死
す

る
。
享
年
四
二
。
わ
ず
か
一
二
歳
で
懿
宗
の
跡
を
継
い
だ
僖
宗

は
、
母
の
恵
安
皇
太
后
や
先
帝
の
夫
人
た
ち
、
諸
臣
や
僧
侶
な
ど

縁
が
結
ば
れ
た
者
と
共
に
、
先
帝
す
な
わ
ち
懿
宗
が
既
に
準
備
し

て
い
た
宝
物
に
自
ら
の
宝
物
を
足
し
施
捨
、
法
門
寺
に
運
び
埋
納

し
た
。
こ
の
時
、
法
門
寺
の
僧
は
影
骨
と
呼
ぶ
レ
プ
リ
カ
の
三
つ

の
舎
利
を
地
宮
の
前
中
後
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
安
置
し
、
真
骨
と

呼
ぶ
本
物
は
小
龕
に
隠
し
た
。
仏
舎
利
埋
納
の
法
要
の
導
師
は
智

慧
輪
と
い
う
密
教
僧
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
発
掘
直
後
の
一
九
八
九
年
と
翌
年
、
現
地
法
門
寺
と
西

安
市
に
あ
る
陝
西
省
文
物
考
古
研
究
所
で
法
門
寺
の
発
掘
品
を
詳

し
く
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
と
り
わ
け
漆
皮
の
箱
に
納
め

ら
れ
て
い
た
則
天
武
后
の
繍
裙
は
、
歩
く
金
銀
器
の
趣
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
赤
い
羅
地
に
髪
の
毛
よ
り
も
細
い
金
モ
ー
ル
糸
で

隙
間
な
く
宝
相
華
な
ど
草
花
文
様
を
刺
繍
し
、
駒
糸
に
雲
繝
の
色

糸
を
使
っ
た
艶
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
ま

た
恵
安
皇
太
后
等
女
性
た
ち
の
衣
装
も
同
じ
よ
う
に
金
モ
ー
ル
糸

を
使
い
、
流
石
に
唐
の
皇
室
の
も
の
だ
け
あ
っ
て
正
倉
院
を
超
え

る
質
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
は
他
に
も
染
織
品
の
多

く
を
直
接
見
る
こ
と
が
叶
っ
た
が
、
そ
の
後
保
存
処
理
に
失
敗
。

小
さ
な
染
織
品
以
外
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
染
織
類
を
実
際
に
見
た
目
で
改
め
て
衣
物
帳
を
読
み

直
し
て
み
る
。
第
三
代
高
宗
が
施
捨
し
た
も
の
は
袈
裟
が
三
領
。

懿
宗
も
金
襴
の
袈
裟
三
副
各
五
事
と
毳
納
彿
衣
を
二
領
、
繍

（
刺
繍
を
施
し
た

頭
）
十
條
を
施
捨
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。

僖
宗
も
花
羅
夾
（
纈
）

頭
五
十
頂
・
繪
羅
單

頭
五
十
頂
・
花
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羅
夾
（
纈
）
帽
子
五
十
頂
と
、
合
わ
せ
て
一
五
〇
頂
も
の

頭
等

を
施
捨
し
て
い
る
。

こ
れ
は
皇
帝
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
埋
納
の
前
年
に
長
安
の

内
道
場
で
催
さ
れ
た
舎
利
奉
迎
の
法
要
に
参
列
し
た
臣
下
が
被
っ

た

頭
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
唐
の
皇
帝
達
は
金
銀
の
宝
物
だ
け
で
な
く

頭
や
袈

裟
を
法
門
寺
に
施
捨
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ
に
つ
い
て
次
章

で
東
大
寺
の
先
例
を
考
察
し
な
が
ら
論
究
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章

冠
帽
の
施
捨
、
或
い
は
冠
埋
葬
の
目
的

第
一
章
で
は
王
興
寺
（
百
濟

五
七
七
年
）・
法
興
寺
（
倭

五
九
三
年
）・
益
山
彌
勒
寺
（
百
濟

六
三
九
年
）・
東
大
寺
（
日

本

七
五
二
年
）・
法
門
寺
（
唐

八
七
四
年
）
と
、
寺
院
に
施

捨
さ
れ
た
冠
帽
と
そ
し
て
袈
裟
等
の
装
束
。
一
方
で
墓
に
衣
冠
を

副
葬
す
る
例
を
広
く
東
ア
ジ
ア
を
訪
ね
、
紹
介
し
た
。
で
は
な
ぜ

衣
冠
を
施
捨
、
或
い
は
副
葬
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
第
二
章
で
は
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
│
一

王
興
寺
の
例

五
五
四
年
、
百
濟
で
は
聖
王
が
新
羅
と
の
戦
闘
中
に
戦
死
、
昌

王
が
跡
を
継
ぐ
。
日
本
書
紀
に
拠
れ
ば
五
五
五
年
、
昌
王
は
弟
の

（

）

恵
を
倭
に
遣
わ
し
聖
王
の
不
幸
を
伝
え
て
い
る
。
聖
王
は
扶
餘
陵

山
里
に
埋
葬
さ
れ
た
。
即
位
の
一
三
年
後
、
昌
王
は
聖
王
の
陵
の

前
に
父
の
冥
福
を
祈
る
た
め
の
菩
提
寺
を
建
立
。
こ
の
寺
は
六
六

〇
年
、
新
羅
・
唐
連
合
軍
に
よ
っ
て
略
奪
を
受
け
焼
失
し
た
が
、

国
立
扶
餘
文
化
財
研
究
所
が
一
九
九
二
年
か
ら
発
掘
調
査
を
行

（

）

い
、
四
天
王
寺
様
式
の
伽
藍
跡
を
確
認
し
た
。
寺
名
は
発
掘
で
は

判
明
し
な
か
っ
た
の
で
、
仮
に
陵
寺
と
命
名
し
て
い
る
。
発
掘
で

塔
の
心
礎
に
か
つ
て
埋
納
さ
れ
て
い
た
石
造
の
舎
利
龕
が
見
つ
か

り
、
刻
ま
れ
た
銘
文
か
ら
昌
王
の
妹
が
昌
王
一
三
年
の
丁
亥
年

（

）

（
五
六
七
）
に
発
願
し
、
陵
寺
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

父
を
戦
場
で
失
っ
た
昌
王
に
は
不
幸
が
重
な
る
。
後
継
者
の
王

子
の
死
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
王
子
の
名
前
は
三
国
史
記
等
に
記

載
が
な
く
、
王
興
寺
の
発
掘
で
も
文
字
資
料
は
発
見
さ
れ
な
か
っ

法
門
寺
衣
物
帳
の
碑
拓
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た
。
し
か
し
昌
王
の
跡
を
継
い
だ
の
が
弟
の
恵
（
恵
王
）
な
の

で
、
男
子
の
早
逝
は
間
違
い
な
い
。
五
二
五
年
生
ま
れ
と
さ
れ
る

昌
王
が
、
当
時
と
し
た
は
晩
年
に
な
り
直
系
の
後
継
者
を
失
っ
た

事
は
痛
恨
の
極
み
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
王
子
の
葬
儀
は
王
都
で

行
わ
れ
、
遺
体
は
間
違
い
な
く
既
に
先
王
が
眠
る
陵
山
里
古
墳
群

に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
仏
に
帰
依
し
て
い
た
昌
王
は
、
先
王

の
慰
霊
の
た
め
陵
前
に
陵
寺
を
造
営
し
た
よ
う
に
、
息
子
の
冥
福

を
祈
る
た
め
に
五
七
七
年
、
王
興
寺
の
塔
を
建
立
し
た
。
そ
れ
は

陵
寺
建
立
の
一
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

昌
王
は
立
刹
式
の
時
に
、
釈
迦
牟
尼
の
遺
骨
で
あ
る
舎
利
と
と

も
に
、
王
子
の
身
分
を
象
徴
し
た
冠
帽
と
装
身
具
類
を
、
供
養
の

た
め
に
埋
納
し
た
。
佐
川
正
敏
氏
は
「
亡
き
王
子
の
冠
類
と
同
じ

塔
の
下
に
葬
ら
れ
た
釈
迦
如
来
の
功
徳
を
期
待
し
た
の
だ
ろ
う
、

（

）

と
著
作
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
釈
迦
牟
尼
の
命
日
に
釈
迦

牟
尼
と
共
に
王
子
の
御
霊
が
涅
槃
に
入
る
こ
と
が
昌
王
の
本
願
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
銘
文
中
の
「
為
王
子
」
と
い
う
父
の
尽
き
せ
ぬ

思
い
を
込
め
た
三
文
字
の
意
味
で
あ
る
。

二
│
二

現
世
利
益
の
証
し
だ
っ
た
法
興
寺
の
冠

さ
て
、
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
王
興
寺
の
塔
の
立
柱
式
が
行
わ

れ
、
昌
王
の
王
子
の
冠
が
埋
納
さ
れ
た
わ
ず
か
九
ヶ
月
後
、
昌
王

（

）

は
倭
に
比
丘
尼
や
造
寺
工
等
六
人
を
送
っ
た
。
当
然
そ
の
中
に
は

王
興
寺
塔
の
建
立
に
携
わ
っ
た
か
、
そ
の
立
刹
式
に
立
ち
会
い
、

式
次
第
の
知
識
を
共
有
し
て
い
た
者
が
い
た
だ
ろ
う
。
倭
で
最
初

の
本
格
的
寺
院
で
あ
る
奈
良
県
明
日
香
村
の
法
興
寺
は
、
日
本
書

（

）

紀
に
よ
れ
ば
五
八
七
年
に
蘇
我
馬
子
が
発
願
し
た
、
と
い
う
。
法

興
寺
の
造
営
に
あ
た
っ
て
蘇
我
馬
子
は
、
百
済
の
技
術
者
に
発
注

し
、
建
築
の
技
術
情
報
だ
け
で
な
く
、
百
済
式
の
法
要
等
の
次
第

も
来
日
し
て
い
た
律
師
・
禪
師
・
比
丘
尼
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
法
興
寺
塔
の
立
刹
式
は
最
初
の
金
堂
の
造
営

が
始
ま
っ
て
か
ら
五
年
後
、
五
九
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
石
橋
茂
登
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法

興
寺
心
礎
の
埋
納
物
で
あ
る
雲
母
片
に
つ
い
て
、
蘇
我
氏
一
門
が

百
濟
王
興
寺
の
立
柱
式
に
則
り
法
要
を
営
ん
だ
後
、
纏
っ
て
い
た

百
濟
服
を
施
捨
し
た
、
と
す
れ
ば
そ
れ
は
物
部
守
屋
と
の
内
戦
前

（

）

に
蘇
我
馬
子
が
行
っ
た
諸
神
へ
の
現
世
利
益
の
誓
願
の
約
束
を
果

た
す
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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二
│
三

折
れ
た
冠
飾
を
埋
納
し
た
益
山
彌
勒
寺

益
山
彌
勒
寺
の
心
礎
か
ら
回
収
し
た
二
本
の
銀
花
冠
飾
に
つ
い

て
考
え
た
い
。
発
掘
さ
れ
た
二
本
の
銀
花
冠
立
飾
の
う
ち
、
樹
枝

部
が
四
本
あ
る
も
の
は
完
全
な
状
態
だ
っ
た
が
、
樹
枝
部
が
二
本

あ
る
小
型
の
銀
花
冠
飾
は
主
幹
宝
珠
部
が
折
れ
た
の
で
裏
か
ら
銀

板
を
充
て
、
銀
の
ビ
ス
四
つ
で
鉸
め
て
修
理
し
た
跡
が
確
認
さ
れ

た
。
銀
花
冠
飾
は
薄
い
銀
板
で
造
ら
れ
て
い
る
。
所
有
者
が
在
任

中
、
宮
中
或
い
は
官
衙
に
出
仕
の
際
に
は
必
ず
被
っ
た
冠
だ
っ
た

の
で
、
劣
化
し
折
れ
た
も
の
で
も
継
ぎ
直
し
て
使
っ
た
事
が
想
定

で
き
る
。
も
し
該
当
者
が
立
刹
式
の
時
点
で
生
存
し
て
い
る
人
物

で
あ
っ
た
場
合
、
心
礎
に
銀
花
冠
飾
を
埋
納
す
る
と
、
翌
日
か
ら

身
分
を
証
す
冠
帽
が
手
元
に
な
く
、
出
仕
に
支
障
を
来
す
事
は
間

違
い
な
い
。
修
理
し
て
ま
で
大
事
に
し
て
い
た
銀
花
冠
飾
な
の

で
、
持
ち
主
は
二
人
と
も
立
刹
式
の
時
点
で
は
既
に
死
亡
し
て
い

る
の
で
縁
者
で
あ
っ
た
王
后
種
善
が
舎
利
と
と
も
に
埋
納
し
た
、

と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。

で
は
西
塔
出
土
の
冠
飾
の
所
有
者
は
誰
か
。
金
板
の
舎
利
奉
安

記
に
は
供
養
者
で
あ
る
王
后
種
善
の
父
で
あ
る
沙

積
徳
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
る
の
で
、
沙

（
宅
）
氏
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て

み
た
い
。
中
国
の
史
書
・
隋
書
百
濟
伝
に
よ
れ
ば
、
百
濟
に
は
大

姓
が
八
族
あ
る
。
す
な
わ
ち
沙
、
燕
、
賛
、
解
、
貞
、
國
、
木
、

苗
で
あ
り
、
沙
・
つ
ま
り
沙

氏
は
最
上
位
の
貴
族
で
あ
る
。
沙

積
徳
は
百
濟
の
官
人
と
し
て
最
高
位
で
あ
る
左
平
に
任
じ
ら
れ

て
い
た
の
で
、
真
っ
先
に
沙

積
徳
の
可
能
性
を
考
え
る
が
、
身

分
の
違
う
二
本
の
銀
花
冠
立
飾
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
成
立
し
難

い
。
王
后
種
善
は
、
亡
き
沙

氏
の
近
親
者
二
人
が
現
在
仏
で
あ

る
釈
迦
牟
尼
の
舎
利
と
と
も
に
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
祈
願
し
、
舎

銀花冠飾の修理痕
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利
が
納
め
ら
れ
た
心
礎
に
身
分
と
人
格
の
象
徴
で
あ
る
冠
を
埋
納

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
益
山
彌
勒
寺
は
彌
勒
下
生

経
に
拠
っ
た
伽
藍
配
置
を
し
て
い
る
の
で
、
現
在
仏
の
釈
迦
牟
尼

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
未
来
仏
の
弥
勒
菩
薩
に
も
二
人
の
魂
を
託

し
救
済
を
求
め
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

二
│
四

亡
き
先
帝
に
仕
え
る
た
め
だ
っ
た
李
勣
の
三
梁
進
德
冠

李
勣
に
関
す
る
記
録
は
旧
唐
書
・
新
唐
書
・
資
治
通
鑑
等
後
世

に
記
さ
れ
た
基
本
文
献
資
料
だ
け
で
な
く
、
墓
室
か
ら
は
墓
誌
銘

が
発
掘
さ
れ
、
ま
た
墓
の
前
に
は
李
勣
の
死
か
ら
八
年
後
の
六
七

七
年
に
高
宗
が
撰
し
た
御
筆
の
大
唐
故
司
空
上
柱
国
贈
太
尉
英
貞

武
公
碑
が
立
つ
の
で
そ
の
生
涯
が
分
か
る
。
高
宗
は
李
勣
の
死
を

聞
き
、
七
日
間
政
務
を
執
ら
ず
廃
朝
し
た
。
そ
し
て
自
ら
指
示
を

し
て
父
太
宗
の
昭
陵
に
陪
陵
を
築
か
せ
た
。
墳
丘
の
形
は
李
勣
が

東
突
厥
を
討
ち
大
功
を
立
て
た
事
を
顕
彰
し
、
前
漢
の
衛
霍
（
衛

青
と
霍
去
病
）
の
墓
に
倣
い
、
突
厥
の
本
貫
地
に
聳
え
る
象
烏
德

山
と
陰
山
及
び
鉄
山
の
三
山
を
象
ら
せ
た
。

（

）

旧
唐
書
に
拠
れ
ば
李
勣
は
死
に
際
し
、
遺
言
を
遺
し
て
い
る
。

人
々
は
金
や
玉
を
墓
に
副
葬
す
る
が
、
私
に
は
不
要
で
あ
る
。
棺

を
運
ぶ
車
も
（
羽
葆
の
よ
う
な
盛
大
な
葬
儀
車
で
な
く
）
布
を
被

せ
る
だ
け
で
良
い
。
遺
体
が
纏
う
衣
装
も
普
段
着
に
し
て
欲
し

い
。
た
だ
し
、
朝
服
だ
け
は
一
領
入
れ
て
欲
し
い
。
こ
れ
が
な
い

と
先
帝
、
つ
ま
り
太
宗
に
お
目
通
り
が
叶
わ
な
い
、
と
。

こ
の
遺
言
に
従
い
、
六
六
九
年
の
死
に
際
し
て
の
葬
儀
の
際

も
、
七
〇
五
年
に
中
宗
が
墓
を
造
り
直
し
た
際
も
皇
帝
が
下
賜
し

た
朝
服
を
副
葬
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

李
勣
の
例
か
ら
、
唐
代
の
皇
帝
は
死
後
も
恩
寵
を
臣
下
に
与

え
、
一
方
臣
下
は
死
後
も
そ
の
魂
が
冥
府
で
亡
き
皇
帝
に
仕
え
る

事
が
当
然
の
事
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
律
令
体
制
の
規
制
は
死
後

の
世
界
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
三
梁
進
德
冠

や
袴
帯
等
を
冥
府
で
の
出
仕
の
た
め
に
副
葬
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
三
位
の
朝
服
の
染
織
は
時
の
流
れ
で
失
わ
れ
た
が
、
冠
と
袴

帯
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
で
、
旧
唐
書
の
記
載
が
正
し
か
っ
た
こ
と

が
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
│
五

先
帝
へ
の
奏
状
を
霊
魂
に
託
し
た
天
智
天
皇

阿
武
山
古
墳
は
一
九
三
四
年
に
発
見
さ
れ
た
が
、
間
も
な
く
被

葬
者
は
棺
と
と
も
に
再
埋
葬
さ
れ
た
の
で
、
当
時
の
写
真
と
発
掘
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報
告
し
か
実
態
を
証
す
資
料
が
な
い
。
し
か
し
一
九
八
七
年
、
京

都
大
学
の
考
古
学
教
室
が
組
織
し
た
阿
武
山
古
墳
Ｘ
線
写
真
研
究

会
が
棺
の
中
に
冠
帽
が
あ
る
の
を
確
認
。
そ
の
後
も
研
究
者
の
研

究
が
続
き
、
縁
に
刺
繍
を
施
し
、
帽
子
の
部
分
を
綴
錦
で
作
っ
た

大
織
冠
で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
被
葬
者
が
大
織

冠
を
賜
っ
た
藤
原
鎌
足
で
あ
る
蓋
然
性
も
高
ま
っ
て
い
る
。

藤
原
鎌
足
の
死
の
前
後
に
つ
い
て
は
日
本
書
紀
と
藤
原
鎌
足
の

ひ
孫
に
あ
た
る
藤
原
仲
麻
呂
が
撰
し
た
と
さ
れ
る
藤
氏
家
伝
に
詳

し
い
記
述
が
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
藤
氏
家
伝
に
記
さ
れ
た

藤
原
鎌
足
が
亡
く
な
っ
た
直
後
の
天
智
天
皇
の
詔
で
あ
る
。

「
も
し
死
者
に
霊
信
（
霊
魂
）
が
あ
れ
ば
、
先
帝
（
舒
明
天
皇
）

と
皇
后
（
斉
明
天
皇
）
に
お
目
に
か
か
り
、『
陛
下
が
ご
健
在
だ

っ
た
頃
遊
覧
を
さ
れ
た
平
浦
宮
（
比
良
す
な
わ
ち
大
津
宮
）
の
風

景
は
、
今
も
昔
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。』
と
、
朕
の
言
葉
を
奏
上
せ

（

）

よ
。」
と
詔
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
藤
原
鎌
足
死
後
わ
ず
か
二
ヶ

月
後
に
卒
し
た
李
勣
と
同
じ
く
、
臣
下
は
死
し
て
も
猶
そ
の
魂
は

先
帝
に
仕
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。

唐
の
律
令
体
制
下
で
の
死
後
の
考
え
が
倭
に
も
敷
衍
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
阿
武
山
古
墳
の
棺
内
に
大
織
冠
が

副
葬
さ
れ
た
の
は
、
先
帝
に
奏
上
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
、
と
遺

族
が
考
え
た
故
、
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
以
上
を
前
提
に

阿
武
山
古
墳
の
実
体
写
真
を
改
め
て
見
る
と
、
被
葬
者
は
衾
の
下

に
衣
装
を
纏
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
屍
衣
で
は
な
く
七
色
十
三
階

（

）

冠
で
規
定
さ
れ
た
深
紫
の
礼
服
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
飛
鳥

時
代
の
冠
帽
に
は
伝
世
品
も
発
掘
品
も
先
例
が
な
く
、
実
物
の
冠

帽
と
礼
服
を
阿
武
山
古
墳
で
確
認
出
来
な
い
現
況
が
極
め
て
残
念

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
日
本
書
紀
に
拠
れ
ば
、
天
智
天
皇
に
続
く
天
武
朝
で

は
持
統
・
文
武
の
代
ま
で
壬
申
乱
の
功
臣
の
死
亡
記
事
が
二
一
人

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
八
人
は
死
後
に
贈
位
さ
れ
て
い

る
。
藤
原
鎌
足
か
ら
始
ま
っ
た
亡
く
な
っ
た
功
臣
へ
の
贈
位
の
習

慣
が
天
武
朝
に
も
引
き
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
注
目

さ
れ
る
の
は
、
六
七
三
年
に
卒
し
た
大
錦
下
の
百
濟
人
沙
宅
昭
明

で
あ
る
。
沙
宅
昭
明
は
藤
原
鎌
足
の
死
に
際
し
、
そ
の
功
績
が
忘

れ
去
ら
れ
る
の
を
惜
し
み
、
碑
文
を
作
成
し
た
と
い
う
人
物
で
あ

（

）
る
。
天
武
天
皇
は
六
七
三
年
の
沙
宅
昭
明
の
死
を
聞
き
、
小
紫
上

を
贈
位
す
る
と
と
も
に
、
大
佐
平
に
も
任
じ
て
い
る
。
百
濟
に
大

佐
平
と
い
う
官
等
は
な
か
っ
た
が
、
百
濟
最
後
の
王
で
あ
っ
た
義
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慈
王
に
も
仕
え
よ
、
と
い
う
滅
亡
し
た
百
濟
へ
の
天
武
天
皇
の
哀

惜
の
念
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
六
世
紀
以
降
、
律
令
体
制
下
の
支
配
者
は
死
を

も
っ
て
臣
下
の
官
位
の
任
を
解
く
の
で
は
な
く
、
現
世
を
超
え
て

も
君
臣
の
関
係
は
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
臣
下
に
対
し
死
後

も
忠
誠
と
出
仕
を
求
め
、
臣
従
の
証
し
と
し
て
生
前
の
最
終
官
位

の
衣
冠
が
副
葬
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
支
配
者
は
、

蔭
孫
に
は
高
い
位
を
与
え
（
蔭
位
制
）、
死
後
も
子
孫
を
厚
遇
す

る
こ
と
を
約
し
た
の
で
あ
る
。

二
│
六

羈
縻
政
策
で
下
賜
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
国
出
土
の
唐
冠

鉄
勒
部
の
僕
固
思
匐
墓
と
み
ら
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
国
の
オ
ラ
ー

ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
出
土
の
三
梁
進
德
冠
を
考
察
す
る
時
に
、
そ

の
後
継
者
と
み
ら
れ
る
僕
固
乙
突
墓
出
土
の
墓
誌
銘
を
参
考
に
す

る
と
、
七
世
紀
、
唐
の
北
狄
に
対
す
る
羈
縻
政
策
の
有
様
が
見
え

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
は
征
服
し
た
異
民
族
の
長
が
死
ぬ
と
長

安
か
ら
弔
問
使
と
と
も
に
、
唐
の
墓
制
に
基
づ
く
墓
造
り
工
人
、

画
工
、
風
水
師
等
を
派
遣
し
唐
の
王
族
や
貴
族
の
墓
と
ま
っ
た
く

同
じ
様
式
の
墓
を
定
め
て
造
営
し
、
死
後
の
世
界
も
唐
の
体
制
下

に
置
い
た
。
墓
誌
銘
を
は
じ
め
副
葬
品
も
す
べ
て
長
安
か
ら
運
ぶ

が
、
そ
れ
に
は
大
型
の
棺
槨
や
棺
、
葬
儀
に
必
要
な
屏
風
等
の
調

度
も
含
ま
れ
る
。
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
で
は
墓
を
塞
ぐ
墓

扉
も
長
安
か
ら
運
ん
で
い
た
。
同
例
は
二
〇
一
九
年
に
甘
粛
省
で

発
掘
さ
れ
た
吐
谷
渾
の
王
子
・
慕
容
智
墓
で
も
確
認
さ
れ
て
い

（

）
る
。六

七
一
年
に
亡
く
な
っ
た
僕
固
乙
突
の
墓
誌
に
拠
れ
ば
、
父
の

僕
固
思
匐
は
唐
か
ら
金
微
州
都
督
に
任
じ
ら
れ
、
乙
突
も
父
の
後

を
継
ぎ
同
じ
称
号
を
得
て
い
る
。
唐
の
高
宗
は
死
を
惜
し
み
、
錦

袍
と
金
装
带
、
す
な
わ
ち
朝
服
と
金
で
飾
っ
た
袴
帯
等
一
具
を
授

け
て
い
る
。
僕
固
乙
突
の
墓
は
盗
掘
を
受
け
て
い
た
の
で
、
現
物

は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
父
思
匐
墓
と
思
わ
れ
る
オ
ラ
ー
ン
・

ヘ
レ
ム
壁
画
墓
で
発
掘
さ
れ
た
冠
は
三
位
の
三
梁
進
德
冠
で
あ

る
。
僕
固
乙
突
は
右
驍
衛
大
將
軍
な
の
で
墓
の
中
に
あ
っ
た
は
ず

の
冠
は
盗
掘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
三
梁
進
德
冠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
、
唐
の
律
令
制
度
に
則
り
異
民
族
が
衣
冠
を
授
か

る
理
由
だ
が
、
そ
れ
は
羈
縻
政
策
に
よ
り
臣
た
る
諸
国
・
諸
族
の

首
長
が
死
亡
す
れ
ば
、
必
ず
詔
し
て
そ
の
後
嗣
を
冊
立
す
る
権
利
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（

）

と
義
務
を
唐
皇
帝
が
保
有
し
た
故
で
あ
ろ
う
。

二
│
七

百
濟
後
期
石
室
墓
出
土
の
銀
花
冠
飾

百
濟
は
都
の
置
か
れ
た
場
所
に
よ
り
漢
城
期
（
〜
四
七
五

年
）、
熊
津
期
（
四
七
五
〜
五
三
八
年
）、
泗

期
（
五
三
八
年
〜

六
六
〇
年
）
と
三
期
に
区
分
さ
れ
る
。
百
濟
は
六
六
〇
年
に
新
羅

と
唐
の
連
合
軍
に
泗

の
都
が
焼
き
討
ち
に
遭
い
滅
亡
、
宮
殿
も

官
衙
も
失
わ
れ
た
の
で
、
統
治
体
制
を
示
す
同
時
代
の
文
字
資
料

が
少
な
い
。
嘗
て
は
僅
か
な
金
石
文
か
、
高
麗
時
代
に
編
纂
さ
れ

た
三
国
史
記
や
中
国
の
史
書
、
日
本
書
紀
等
日
本
の
史
書
を
通
じ

て
し
か
国
家
像
を
探
る
術
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
一

年
、
大
韓
民
国
忠
清
南
道
公
州
市
の
宋
山
里
古
墳
群
で
武
寧
王
と

そ
の
王
妃
の
合
葬
陵
が
発
見
さ
れ
、
墓
誌
や
塼
に
具
体
的
な
干
支

年
や
王
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
て
以
降
、
考
古
の
同

時
代
文
字
資
料
が
増
え
百
濟
の
政
治
体
制
の
実
体
が
見
え
て
き

た
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
旧
都
の
泗

（
現
・
忠
清
南
道
扶

餘
邑
）
を
中
心
に
木
簡
が
出
土
、
文
字
の
解
読
が
進
め
ら
れ
た
。

と
り
わ
け
陵
山
里
寺
（
陵
寺
）
址
等
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
整

備
さ
れ
た
律
令
体
制
を
示
す
資
料
が
多
い
。
例
え
ば
二
四
セ
ン
チ

×
二
・
六
セ
ン
チ
と
細
長
い
木
簡
に
は
「
對
徳
疏
加
鹵
」
と
、
十

一
位
の
官
等
で
あ
る
対
徳
に
任
じ
ら
れ
た
疏
加
鹵
と
い
う
人
名
が

記
さ
れ
て
い
た
。（
木
簡
番
号
二
九
七
）。
あ
る
い
は
「
奈
率

加

姐
白
刕
・
・
・
」（
木
簡
番
号
二
九
八
）
と
、
こ
れ
も
六
位
の
奈

率
の
加
姐
白
刕
と
い
う
人
名
を
記
し
た
木
簡
も
見
つ
か
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
泗

時
代
に
は
王
権
の
下
に
律
令
制
度
と
官
等
制
度

（

）

が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
木
簡
資
料
か
ら
も
わ
か
っ
て
き
た
。

一
方
、
泗

期
の
官
人
の
墓
の
発
掘
例
も
百
濟
領
内
の
全
領
域

で
進
み
、
大
き
さ
や
構
造
が
画
一
的
に
な
っ
て
き
た
事
が
わ
か
っ

て
き
た
。
主
要
な
墓
の
発
掘
例
を
精
査
し
た
山
本
孝
文
氏
は
、
百

濟
末
期
に
は
身
分
の
上
下
に
よ
ら
ず
、
玄
室
の
大
き
さ
が
床
面
で

二
・
五
ｍ
×
一
・
二
五
ｍ
に
統
一
さ
れ
た
、
陵
山
里
規
格
型
石
室

（

）

と
い
う
べ
き
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

ま
た
泗

時
代
に
は
、
漢
城
時
代
の
よ
う
な
豪
華
な
金
銅
製
の

明
器
を
惜
し
げ
も
な
く
副
葬
す
る
時
代
が
終
わ
り
、
副
葬
品
と
い

え
ば
強
固
な
王
権
の
下
で
整
備
さ
れ
た
官
等
制
度
を
象
徴
す
る
冠

帽
と
袴
帯
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
倭
の
阿
武
山
古

墳
、
唐
の
李
勣
墓
の
よ
う
に
、
官
僚
は
死
し
て
も
猶
冥
界
で
先
王

に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
律
令
体
制
を
死
後
に
ま
で
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拡
張
解
釈
を
す
る
風
潮
が
広
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
二
二
年
現
在
、
後
期
百
濟
の
官
人
が
埋
葬
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
石
室
墓
と
寺
院
の
塔
基
か
ら
出
土
し
た
銀
花
冠

（

）

飾
は
合
計
一
四
あ
る
。
山
本
孝
文
氏
は
こ
れ
を
三
つ
の
類
型
に
分

類
し
て
い
る
。
全
て
の
銀
花
冠
飾
の
主
幹
部
先
端
に
は
宝
珠
が
あ

る
。
主
幹
部
の
先
端
の
宝
珠
も
蕾
状
の
単
純
な
も
の
と
、
飾
り
立

て
た
も
の
が
あ
り
、
主
幹
部
に
取
り
つ
く
宝
珠
飾
り
の
あ
る
樹
枝

の
あ
る
も
の
と
単
純
に
幹
だ
け
の
も
の
が
あ
る
。
樹
枝
も
四
本
と

二
本
の
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
樹
枝
が
二
本
あ
る
も
の
で
も
、
副

（

）

樹
枝
部
が
一
重
の
も
の
と
二
重
の
も
の
が
あ
る
。

南
北
朝
の
北
周
の
歴
史
を
記
し
た
周
書
列
伝
に
は
、
六
品
已
上

冠
飾
銀
華
と
あ
る
。
史
書
は
王
興
寺
で
発
掘
さ
れ
た
よ
う
な
雲
母

製
冠
飾
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
王
興
寺
の
雲
母
製
冠
飾
が
亡
き
王

子
縁
の
も
の
、
と
す
れ
ば
王
族
の
礼
冠
は
臣
下
の
身
分
を
定
め
た

十
六
品
官
等
に
依
拠
し
な
い
破
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

二
│
八

皇
帝
と
天
皇

衣
冠
と
袈
裟
の
寺
院
へ
の
施
捨

正
倉
院
の
国
家
珍
宝
帳
の
願
文
の
冒
頭
は
太
上
天
皇
の
た
め
に

国
家
珍
宝
を
捨
て
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
巻
尾
に
は
、

そ
の
縁
で
先
帝
が
仏
の
加
護
を
得
て
三
途
の
川
を
渡
り
涅
槃
に
到

（

）

る
事
を
願
っ
て
い
る
。
既
に
王
興
寺
や
益
山
彌
勒
寺
で
論
じ
た
事

と
同
じ
目
的
が
光
明
皇
太
后
の
施
捨
に
あ
っ
た
事
を
国
家
珍
宝
帳

百濟の考古資料と史料から復元する官位制
東アジア古代官人の考古学的検討序説から
原図製作：日本大学 山本孝文教授
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は
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
願
文
は
、
光
明
皇
太
后
の
赤
裸
々
な
気
持
ち
の
発

露
、
或
い
は
実
際
に
文
章
を
撰
し
た
と
思
わ
れ
る
藤
原
仲
麻
呂
の

創
作
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
願
文
の
最
後
に
皇
太
后
が
昔
を
思

い
、
振
り
返
れ
ば
涙
が
止
ま
ら
な
い
の
で
太
上
天
皇
の
思
い
出
の

品
々
を
廬
舎
那
仏
に
献
じ
る
、
と
い
う
下
り
が
あ
る
。
皇
太
后
の

夫
へ
の
追
慕
の
念
が
示
さ
れ
て
い
る
一
節
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

だ
が
、
時
代
は
下
る
が
中
国
北
方
の
契
丹
族
が
建
国
し
た
遼
建

国
の
功
臣
・
耶
律
羽
之
の
墓
が
一
九
九
三
年
に
発
掘
さ
れ
、
見
つ

か
っ
た
墓
誌
銘
に
「
夫
人
が
涙
に
暮
れ
な
が
ら
心
身
を
尽
く
し
夫

（

）

の
遺
品
を
整
理
し
て
葬
具
を
自
ら
選
ん
だ
。」
と
い
う
経
緯
が
記

さ
れ
て
い
る
。
耶
律
羽
之
が
卒
し
た
の
は
九
四
一
年
、
国
家
珍
宝

帳
と
は
二
世
紀
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
唐
の
遺
風
を
受
け
た
周
辺

国
に
は
、
唐
で
定
型
化
し
た
葬
送
文
の
様
式
が
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
因
み
に
耶
律
羽
之
墓
か
ら
銀
製
の
蓋
付
硯
が
見
つ
か

っ
て
い
る
。
蓋
に
は
龍
と
萬
歳
硯
と
い
う
文
字
が
浮
き
彫
り
さ
れ

て
い
る
。
萬
歳
と
は
皇
帝
の
事
な
の
で
、
こ
の
硯
は
耶
律
羽
之
よ

り
四
年
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
東
丹
王
・
耶
律
倍
の
下
賜
品
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
、
死
し
て
猶
先
帝
（
王
）
に
仕
え

る
、
と
い
う
唐
の
律
令
体
制
下
の
思
想
が
唐
滅
亡
後
に
建
国
さ
れ

た
遼
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
事
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
さ
ら
に
国

家
珍
宝
帳
と
耶
律
羽
之
墓
誌
を
比
べ
る
と
「
家
族
が
遺
品
を
整
理

し
寺
に
施
捨
す
る
、
或
い
は
副
葬
す
る
」
と
い
う
事
が
当
時
の
東

ア
ジ
ア
で
は
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
事
が
分
か
る
。

第
一
章
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
現
在
正
倉
院
に
伝
わ
っ
て
い
る

礼
服
御
冠
残
欠
は
、
七
五
二
年
の
大
仏
開
眼
法
要
の
後
東
大
寺
に

施
捨
し
た
聖
武
太
上
天
皇
・
光
明
皇
太
后
・
孝
謙
天
皇
と
い
う
三

人
の
袞
冕
・
礼
服
の
一
部
で
、
こ
れ
は
諸
臣
二
六
人
の
礼
服
と
と

も
に
鎌
倉
時
代
ま
で
は
完
形
で
伝
わ
っ
た
。

聖
武
天
皇
の
跡
を
継
い
だ
長
女
・
孝
謙
天
皇
の
仏
教
へ
の
傾
倒

は
止
ま
ず
、
淳
仁
天
皇
に
位
を
譲
っ
た
後
、
七
六
二
年
に
は
出
家

を
し
て
仏
弟
子
と
な
る
。
時
代
は
下
り
七
六
四
年
の
孝
謙
上
皇
の

（

）

詔
に
孝
謙
上
皇
の
心
情
を
証
す
下
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
朕

萬歳台硯墓
内蒙古博物院

― ３７ ―



（
孝
謙
上
皇
）
は
髮
を
剃
り
て
仏
の
御
袈
裟
を
着
る
と
い
え
ど
も

國
家
の
政
を
行
わ
ざ
る
あ
る
こ
と
得
ず
。
佛
も
經
に
い
わ
く
『
國

王
王
位
に
坐
ま
し
し
時
も
菩
薩
の
淨
戒
を
受
け
よ
』
と
」。
つ
ま

り
、
菩
薩
戒
を
授
か
り
、
さ
ら
に
一
僧
侶
と
な
っ
て
袈
裟
を
纏
っ

て
も
国
政
は
相
変
わ
ら
ず
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
詔
は
孝
謙
上
皇
が
僧
で
あ
る
こ
と
を
主
と
し
、
為
政
者
で
あ

る
こ
と
が
従
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
の
淵
源
は
父

の
聖
武
天
皇
が
後
半
生
に
影
響
を
受
け
た
華
厳
経
第
十
八
章
「
十

無
尽
蔵
品
」
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
衆
生
に
は
本
来
仏
と
な
る
べ

き
仏
性
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
を
如
来
蔵
と
呼
び
、

菩
薩
を
志
し
、
授
戒
し
た
者
は
自
分
の
身
に
執
着
せ
ず
、
自
分
の

す
べ
て
を
よ
ろ
こ
ん
で
衆
生
に
施
す
事
を
究
極
の
目
的
と
す
る
の

で
あ
る
。
聖
武
天
皇
の
影
響
を
深
く
受
け
た
長
女
の
孝
謙
上
皇
も

華
厳
経
の
教
え
を
実
践
し
、
菩
薩
戒
を
授
か
っ
た
以
上
、
政
（
ま

つ
り
ご
と
）
つ
ま
り
自
ら
が
統
治
す
る
国
家
さ
え
も
仏
に
施
捨
し

よ
う
と
し
た
事
を
天
平
宝
字
八
年
の
詔
が
証
し
て
は
い
る
の
で
あ

る
。実

は
唐
で
も
同
じ
よ
う
に
仏
に
対
し
皇
帝
・
皇
后
が
自
ら
纏
っ

た
袈
裟
と
冠
帽
を
釈
迦
牟
尼
に
施
捨
し
た
実
例
が
あ
る
。
そ
れ
が

法
門
寺
に
遺
さ
れ
た
宝
物
な
の
で
あ
る
。
法
門
寺
の
地
宮
宝
物
の

根
本
資
料
で
あ
る
衣
物
帳
に
は
七
〇
〇
件
あ
ま
り
の
宝
物
の
リ
ス

ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
第
三
代
高
宗
の
袈
裟
三

領
と
武
皇
后
の
繍
裙
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
宗
は
皇
太
子
時
代
の

貞
観
初
年
（
六
二
七
年
）
に
僧
の
玄
碗
か
ら
、
さ
ら
に
貞
観
九
年

（
六
三
八
年
）
に
も
僧
の
法
常
を
戒
師
と
し
宮
中
で
菩
薩
戒
を
受

（

）

け
て
い
る
。
ま
た
高
宗
は
六
六
〇
年
に
法
門
寺
の
仏
舎
利
を
洛
陽

の
内
道
場
に
迎
え
て
盛
大
な
法
要
を
行
な
っ
た
。
高
宗
の
袈
裟
三

領
は
、
残
念
な
が
ら
地
宮
で
腐
朽
し
失
わ
れ
た
が
、
こ
の
三
つ
の

記
念
事
業
で
纏
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
数
の
上
か
ら
も
間
違
い

な
い
。
武
皇
后
は
顕
慶
元
年
（
六
五
六
年
）
に
後
の
中
宗
を
妊
娠

中
、
玄
奘
三
蔵
を
招
き
授
戒
し
て
い
る
。
繍
裙
は
そ
の
時
の
記
念

な
の
だ
ろ
う
か
。
施
捨
し
た
袈
裟
と
繍
裙
は
仏
舎
利
が
戻
る
時
に

法
門
寺
に
運
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。

懿
宗
が
寄
進
し
た
金
襴
袈
裟
三
副
各
五
事
と
毳
納
彿
衣
二
事

も
、
長
安
に
法
門
寺
の
舎
利
を
迎
え
、
内
道
場
で
法
要
が
営
ま
れ

た
時
に
懿
宗
本
人
が
纏
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
惜
し
く
も

腐
朽
し
て
い
る
。
仏
舎
利
が
法
門
寺
に
戻
る
前
に
急
死
し
た
懿
宗

の
跡
を
継
い
だ
僖
宗
は
、
八
七
四
年
、
自
ら
の
も
の
も
含
め
花
羅
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夾

頭
五
十
頂
・
繪
羅
單

頭
五
十
頂
・
花
羅
夾
帽
子
五
十
頂

と
、

頭
を
合
わ
せ
て
一
五
〇
頂
（

頭
の
数
え
方
）
を
施
捨
し

て
い
る
。
た
だ
し
冕
冠
や
礼
冠
は
な
い
。

頭
は
髷
を
覆
う
冠
の

一
種
で
、
こ
れ
ほ
ど
大
量
に
地
宮
に
納
め
る
事
が
出
来
る
か
疑
問

も
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
九
年
甘
粛
省
で
吐
谷
渾
王
子
の
慕
容
智
墓

で
本
人
が
被
っ
た
状
態
で

頭
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
広
げ
る

と
布
巾
の
四
隅
に
長
い
帯
を
足
し
た
よ
う
な
平
た
い
形
を
し
て
い

た
の
で
、
被
ら
な
け
れ
ば
一
五
〇
頂
を
重
ね
て
も
嵩
張
ら
な
い
事

が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
大
量
の

頭
は
僖
宗
本
人
だ
け

で
は
な
く
、
王
族
や
臣
下
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。と

こ
ろ
で
唐
で
は
仏
弟
子
と
し
て
僧
に
ま
で
な
っ
た
皇
帝
は
い

な
い
。
そ
れ
な
の
で
東
大
寺
と
違
い
、
法
門
寺
地
宮
に
皇
帝
の
象

徴
で
あ
る
袞
冕
が
施
捨
さ
れ
な
か
っ
た
事
も
重
要
で
あ
る
。
法
門

寺
の
衣
物
帳
を
改
め
て
読
む
と
、
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
よ
り
も
一

世
紀
前
の
七
世
紀
な
か
ば
、
高
宗
が
行
っ
た
授
戒
や
施
捨
の
詳
し

い
情
報
が
、
遣
唐
使
の
情
報
と
し
て
聖
武
天
皇
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

東
大
寺
に
天
皇
一
家
の
袞
冕
と
臣
下
の
礼
服
が
施
捨
さ
れ
た
の

は
、
菩
薩
戒
の
実
践
を
さ
ら
に
進
め
、
遂
に
は
国
さ
え
も
仏
に
捧

げ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
。

ま

と

め

唐
と
百
濟
そ
れ
に
倭
（
日
本
）
で
行
わ
れ
た
寺
院
へ
の
冠
帽
の

施
捨
は
、
亡
き
人
の
魂
が
釈
迦
牟
尼
と
と
も
に
涅
槃
に
入
る
こ
と

を
期
待
し
た
た
め
に
行
わ
れ
た
（
王
興
寺
・
益
山
彌
勒
寺
）。
さ

ら
に
支
配
者
は
仏
に
現
世
利
益
を
求
め
（
法
興
寺
）
菩
薩
戒
を
実

践
し
仏
の
法
力
に
よ
る
鎮
護
国
家
を
求
め
、
仏
国
土
を
こ
の
世
に

実
現
す
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
王
権
の
象
徴
で
あ
る
衣
冠
を
寺
院

に
施
捨
し
た
（
東
大
寺
・
法
門
寺
）。

ま
た
律
令
制
度
が
整
備
さ
れ
た
唐
・
百
濟
・
倭
で
墓
に
被
葬
者

の
冠
帽
を
副
葬
す
る
の
は
、
あ
の
世
で
も
今
は
な
き
支
配
者
に
仕

え
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
が
李
勣
墓
の
例
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

羈
縻
政
策
に
拠
っ
て
唐
に
支
配
さ
れ
た
辺
境
の
民
族
の
長
が
亡

く
な
っ
た
時
に
、
唐
の
皇
帝
は
族
長
が
臣
下
で
あ
る
事
を
支
配
地

に
周
知
さ
せ
る
た
め
、
唐
式
の
墓
を
造
営
し
民
族
の
風
習
に
依
り

な
が
ら
も
、
弔
問
使
が
派
遣
さ
れ
て
唐
式
に
依
る
墓
の
選
地
の
う
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え
、
葬
儀
を
営
ん
だ
事
も
わ
か
っ
た
。
被
葬
者
は
独
立
し
た
民
族

の
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
く
、
皇
帝
の
臣
下
と
さ
れ
た
の
で
、
三
梁
進

德
冠
等
身
分
に
応
じ
た
冠
が
死
に
際
し
て
下
賜
さ
れ
、
さ
ら
に
皇

帝
が
そ
の
後
嗣
の
継
承
を
保
証
し
冊
立
を
行
っ
た
事
が
モ
ン
ゴ
ル

国
で
発
掘
さ
れ
た
僕
固
乙
突
の
墓
誌
銘
で
証
明
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

註（
１
）
益
山
彌
勒
寺
の
金
製
舎
利
奉
迎
記
で
は
�
謹
捨
淨
財
�
正
倉

院
の
国
家
珍
宝
帳
で
は
�
太
上
天
皇
捨
國
家
珎
寶
�
法
門
寺
衣

物
帳
で
は
皇
帝
は
�
恩
賜
�、
そ
れ
以
外
は
�
施
�
と
あ
る

（
２
）
�
�
�
�
�
�
�
�
	



二
〇
〇
九

�
�

�
�
│
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

百
濟
王
興
寺

�
�
�
�


国
立
扶
余
博
物
館

国
立
扶

余
文
化
財
研
究
所

二
〇
〇
八

（
３
）
「
丁
酉
年
二
月
／
十
五
日
百
濟
／
昌
爲
亡
王
／
子
立
刹
本
舍

／
利
二
枚
葬
時
／
神
化
爲
三
」（
／
で
改
行
）

（
４
）
旧
唐
書
卷
一
百
九
十
九
上
（
百
濟
）
王
服
大
袖
紫
袍
青
錦

烏
羅
冠
金
花
為
飾
素
皮
帶
烏
革
履

官
人
盡
緋
為
衣
銀
花
飾

冠

（
５
）
日
本
書
紀
斉
明
天
皇
三
年
七
月
辛
丑
作
須
彌
山
像
於
飛
鳥
寺

西
且
設
盂
蘭
瓮
會

（
６
）
日
本
書
紀
推
古
元
年
春
正
月
壬
寅
朔
丙
辰
以
佛
舍
利
置
于
法

興
寺
刹
柱
礎
中
丁
巳
建
刹
柱

（
７
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報：

第
五
冊
一
九
五
八

飛
鳥

寺
発
掘
調
査
報
告

（
８
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要

二
〇
二
一

石
橋
茂
登
「
飛
鳥

寺
塔
心
礎
出
土
の
雲
母
」
ｐ
二
〇
│
ｐ
二
一

（
９
）
扶
桑
略
記

推
古
元
年
正
月
蘇
我
大
臣
馬
子
宿
禰
依
合
戰
願

於
飛
鳥
地
建
法
興
寺
立
刹
柱
日
嶋
大
臣
井
百
餘
人
皆
著
百
濟
服

觀
者
悉
悅
以
佛
舍
利
籠
置
刹
柱
礎
中

（
１０
）https://w

w
w

・iksan

・go

・kr/w
g/index

・iksan

（
１１
）
竊
以
法
王
出
世
隨
機
赴
／
感
應
物
現
身
如
水
中
月
／
是
以
託

生
王
宮
示
滅
雙
／
樹
遺
形
八
斛
利
益
三
千
／
遂
使
光
曜
五
色
行

遶
七
／
遍
神
通
變
化
不
可
思
議
／
我
百
濟
王
后
佐
平
沙

／
積

德
女
種
善
因
於
曠
劫
／
受
勝
報
於
今
生
撫
育
萬
／
民
棟
梁
三
寶

故
能
謹
捨
／
淨
財
造
立
伽
藍
以
己
亥
／
年
正
月
廿
九
日
奉
迎
舍

利
／
願
使
世
世
供
養
劫
劫
無
／
盡
用
此
善
根
仰
資
大
王
／
陛
下

年
壽
與
山
岳
齊
固
／
寶
曆
共
天
地
同
久
上
弘
／
正
法
下
化
蒼
生

又
願
王
／
后
卽
身
心
同
水
鏡
照
法
／
界
而
恒
明
身
若
金
剛
等
／

虛
空
而
不
滅
七
世
久
遠
／
並
蒙
福
利
凡
是
有
心
／
倶
成
佛
道

（
／
は
改
行
）

（
１２
）
日
本
書
紀
天
智
天
皇
称
制
元
年
九
月
皇
太
子
御
長
津
宮
以
織

冠
授
於
百
濟
王
子
豐
璋

（
１３
）
日
本
書
紀
（
天
智
天
皇
八
年
十
月
）
庚
申
天
皇
遣
東
宮
大
皇

弟
於
藤
原
內
大
臣
家
授
大
織
冠
與
大
臣
位
仍
賜
姓
爲
藤
原
氏
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（
１４
）
高
槻
市
教
育
委
員
会
編
「
藤
原
鎌
足
と
阿
武
山
古
墳
」
二
〇

一
五

猪
熊
兼
勝

阿
武
山
古
墳
は
鎌
足
墓
ｐ
五
二
│
六
八

吉
川
弘
文
館

（
１５
）
高
槻
市
教
育
委
員
会
編
「
藤
原
鎌
足
と
阿
武
山
古
墳
」
二
〇

一
五

河
上
繁
樹

染
織
史
か
ら
み
た
阿
武
山
古
墳
の
金
糸
と

大
織
冠
ｐ
三
〇
│
五
一

吉
川
弘
文
館

（
１６
）

А

・О
чир

・Д

・Э
рдэнэболд

二
〇
一
三

“Э
РТН

И
Й

Н
Ү
Ү
Д
Э
Л
ЧД

И
Й
Н
БУ

Н
Х
А
Н
Т
БУ

Л
Ш
Н
Ы

М
А
Л
ТЛ

А
ГА

С
У
Д
А
Л
ГА

А
”У

Л
А
А
Н
БА

А
ТА

Р

（
１７
）
金
大
考
古

モ
ン
ゴ
ル
国
の
唐
様
式
墓
か
ら
出
土
し
た
染
織

品：

僕
固
乙
突
墓
と
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓

村
上
智
見

二
〇
二
一

ｐ
五
二
│
六
七

（
１８
）
第
一
層：

技
法
木
牌

檜

日
光
形

金
銅

銀
線
に
真
珠

白
色
瑠
璃
を
貫
く

葛
形
裁
文

純
金

鳳
凰
形

金
銅

葛

形
断
片

金
銅

花
枝
飾

樹
枝
は
銀

花
形
は
金
銅

花
形

飾

金
銅

銀

琥
珀

水
晶

瑠
璃
玉
等

第
二
層：

葛
形

裁
文
は
銅

ト
ウ
ア
ズ
キ

琥
珀

瑠
璃
玉

鈴
は
銅

漆
紗

残
片
（
絹
）
第
三
層：

真
珠
・
瑠
璃
玉
等

第
五
層：
多
く

は
瑠
璃
玉

第
六
層：

銀
製
花
形

丁
子

宮
内
庁
正
倉
院
事

務
所

正
倉
院
事
務
所
宝
物
検
索
か
ら

（
１９
）
続
日
本
紀
（
天
平
四
年
）
春
正
月
乙
巳
朔
御
大
極
殿
受
朝
天

皇
始
服
冕
服

（
２０
）
東
大
寺
續
要
録

仁
治
三
年
（
一
二
四
五
）
正
月
九
日

先

帝
四
條
院
崩
御

同
三
月
十
八
日
當
今
後
嵯
峨
院
御
即
位
而
爲

即
位
開
封
被
召
上
玉
冠
并
諸
臣
礼
服
冠
畢
出
之
即
玉
御
冠
四
頭

諸
臣
禮
服
冠
廿
六
頭
云
云

或
云
可
進
玉
冠
計
或
云
可
進
卅
頭

玉
御
冠
四
頭
之
中
於
ニ
頭
者
女
帝
御
冠
云
云

但
其
銘
云
先
帝

云
云
是
孝
謙
天
皇
之
御
冠
又
今
ニ
頭
者
聖
武
天
皇
之
御
冠
也

其
銘
書
付
太
上
天
皇
云
云

今
度
即
位
以
太
上
天
皇
御
冠
被
用

畢

諸
臣
礼
服
冠
同
被
着
用
之
抑
四
頭
玉
御
冠
路
帰
之
間
散
々

打
損
畢

（
２１
）
東
大
寺
要
録

天
平
勝
宝
六
年
四
月
盧
舎
那
仏
前
天
皇
菩
薩

請
鑒
真
和
上
登
壇
受
菩
薩
戒
皇
太
后
皇
太
子
並
随
天
皇
受
菩
薩

戒

（
２２
）
日
本
書
紀
（
欽
明
天
皇
）
十
六
年
春
二
月
百
濟
王
子
餘
昌

遣
王
子
惠
王
子
惠
者
威
德
王
之
弟
也
奏
曰
聖
明
王
爲
賊
見
殺
十
五
年
爲

新
羅
所
殺
故
今
奏
之

（
２３
）
陵
寺

扶
餘
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
国
立
扶
余

博
物
館
遺
蹟
調
査
報
告
書
第
八
冊

国
立
扶
余
博
物
館：

二

〇
〇
〇

（
２４
）
百
濟
昌
王
十
三
秊
太
歲
在
／
丁
亥
妹
兄
公
主
供
養
舍
利

（
２５
）
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
│
鈴
木
靖
民
【
編
】
王
興
寺

と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置

木
塔
心
礎
設
置
・
舎
利
奉
安
形
式
の

系
譜

佐
川
正
敏
ｐ
一
七
六

勉
誠
出
版
二
〇
一
〇

（
２６
）
日
本
書
紀
（
敏
達
天
皇
）
六
年
冬
十
一
月
庚
午
朔
百
濟
國
王

付
還
使
大
別
王
等
獻
經
論
若
干
卷

律
師
禪
師
比
丘
尼
呪
禁
師

造
佛
工
造
寺
工
六
人

遂
安
置
於
難
波
大
別
王
寺

（
２７
）
日
本
書
紀
（
崇
峻
天
皇
）
七
月

蘇
我
大
臣
亦
依
本
願
於
飛
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鳥
地
起
法
興
寺
蘇
我
馬
子
大
臣

（
２８
）
日
本
書
紀
（
崇
峻
天
皇
）
七
月
又
發
誓
言
「
凡
諸
天
王
・
大

神
王
等
、
助
衞
於
我
使
獲
利
益
、
願
當
奉
爲
諸
天
與
大
神
王
、

起
立
寺
塔
流
通
三
寶

（
２９
）
旧
唐
書
卷
六
十
七

列
傳
第
十
七
李
勣

棺
中
斂
以
常
服
惟

加
朝
服
一
副
死

有
知
望
著
此
奉
見
先
帝

（
３０
）
藤
氏
家
伝

若
死
者
有
霊
信
得
奉
見
先
帝
及
皇
后
者
奏
曰
我

先
帝
陛
下
平
生
之
日
遊
覧
淡
海
及
平
浦
宮
處
猶
如
昔
日
焉
朕
毎

見
此
物
未
甞
不
極
目
傷
心
也

（
３１
）
日
本
書
紀

大
化
三
年
（
六
四
七
）
是
歳
制
七
色
一
十
三
階

之
冠
一
曰
織
冠
有
大
小
二
階
以
織
爲
之
以
繡
裁
冠
之
緣
服
色
並

用
深
紫

（
３２
）
藤
氏
家
伝

百
濟
人
小
紫
沙
昭
明
才
思
穎
抜
文
章
冠
世
傷
令

名
不
傳
賢
德
空
没
仍
製
碑
文

（
３３
）
考
古
与
文
物

甘
肃
武
周
时
期
吐
谷
浑
喜
王
慕
容
智
墓
发
掘

简
报

二
〇
二
一
年
二
期
号
ｐ
一
五
│
三
八

慕
容
智
は
母
が

唐
太
宗
の
娘
で
あ
る
弘
化
公
主
。
六
九
一
年
死
去
し
た
時
は
母

の
身
分
か
ら
王
族
の
礼
を
も
っ
て
葬
ら
れ
た
。
二
〇
一
九
年
に

甘
粛
省
武
威
市
で
見
つ
か
っ
た
墓
は
中
国
で
は
初
め
て
唐
代
王

族
墓
と
し
て
は
未
盗
掘
で
、
内
容
の
豊
富
さ
か
ら
二
〇
二
一
年

中
国
考
古
十
大
発
現
に
指
定
さ
れ
た
。

（
３４
）
護
雅
夫
（
一
九
六
七
）

（
３５
）
国
立
扶
餘
博
物
館
所
蔵
品
調
査
資
料
集
『
百
済
木
簡
』
二
〇

〇
八
年

木
簡
番
号
は
本
出
版
物
に
拠
る

（
３６
）
韓
國
考
古
學
報

四
七
號

二
〇
〇
二
／
八

百
濟
泗

期

石
室
�
階
層
性
�
政
治
制
度
ｐ
九
二
│
一
三
六

山
本
孝
文

（
３７
）
二
〇
二
二
年
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
冠
飾
を
埋
葬
し
て
い
た

遺
跡
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
王
興
寺
塔
心
礎
，
扶
餘
陵
山
里

三
六
號
墳
東
便
，
扶
餘
下
黄
里
，
羅
州
伏
巖
里
三
號
墳
五
號

室
，
益
山
彌
勒
寺
西
塔
心
礎
（
二
本
），
慶
南
南
原
尺
門
里
，

忠
南
論
山
六
谷
里
七
號
墳
，
扶
餘
鹽
蔵
里
七
二
號
墳
，
�
州
伏

巖
里
三
號
墳
一
六
號
室
，
扶
餘
陵
山
里
三
六
號
墳
西
便
，

扶

餘
陵
山
里
四
四
號
墳
，
羅
州
興
徳
里
古
墳

羅
州
松
堤
里
一
號

墳

（
３８
）
山
本
孝
文

百
濟

泗

期
石
室
�
階
層
性
�
政
治
制
度

韓
国
考
古
学
報
四
七
輯

二
〇
〇
二

一
一
五
ｐ
│
一
二
三
ｐ

（
３９
）
国
家
珍
宝
帳

右
件
皆
是
先
帝
翫
弄
之
珎
内
司
供
擬
之
物
退

蔵
疇
昔
触
目
崩
擁
謹
以
奉
献
盧
舎
那
仏
伏
願
用
此
善
因
奉
資
冥

助
早
遊
十
聖
普
済
三
途
然
後
鳴
鑾
花
蔵
之
宮
往
蹕
涅
槃
岸

（
４０
）
耶
律
羽
之
墓
誌
銘
（
九
四
一
）
夫
人
重
哀
（
中
略
）
日
夜
哀

號
殆
將
滅
性
洎
營
葬
具
用
盡
身
心

（
４１
）
続
日
本
紀
天
平
宝
字
八
年
九
月
甲
寅

詔
曰
朕
方
髮
乎
曾
利

天
佛
乃
御
袈
裟
乎
服
天
在
止
毛
國
家
乃
政
乎
不
行
阿
流
己
止
不

得
佛
毛
經
仁
敕
久
國
王
伊
王
位
仁
坐
時
方
菩
薩
乃
淨
戒
乎
受
與

止

（
４２
）
大
正
新
脩
大
蔵
経
史
伝
部
史
伝
部
№
二
〇
六
〇
続
高
僧
伝
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